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解放党の「カリフ制国家」構想
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一　

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
組
織
「
解
放
党
（Ḥizb al-Ta ḥr （
1
）

īr

）」
が
提
示
す
る
「
カ
リ
フ
制
国
家
（daw

la al-khilāfa

）」
構
想
の
内
実

を
、
そ
の
基
本
原
則
や
「
憲
法
草
案
」
の
規
定
に
注
目
し
て
解
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

解
放
党
は
、
一
九
五
〇
年（
2
）頃に
タ
キ
ー
・
デ
ィ
ー
ン
・
ナ
ブ
ハ
ー
ニ
ー
（Taqī al-D

īn al-N
abhānī

）
に
よ
っ
て
エ
ル
サ
レ
ム
で
結
成
さ

れ
た
、
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
組
織
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
政（
3
）党で

あ
る
。
設
立
当
初
の
目
的
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
の
樹
立
と
エ
ル
サ
レ
ム

（
パ
レ
ス
チ
ナ
）
の
解
放
で
あ
っ
た
﹇Com

m
ins 1991: 194; 

中
田 

一
九
九
七
：
四
〇
﹈。
彼
ら
は
、
自
ら
を
以
下
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

即
ち
、
解
放
党
は
「
政
党
で
あ
り
、
そ
の
原
理
は
イ
ス
ラ
ー
ム
で
あ
る
。〔
…
〕
解
放
党
は
政
治
的
な
団
体
で
あ
っ
て
、
精
神
的
な
団
体

で
な
く
、
学
問
の
団
体
で
も
な
け
れ
ば
、
教
育
〔
団
体
〕
で
も
な
い
し
、
慈
善
団
体
で
も
な
い
」（
以
下
、〔　

〕
内
は
引
用
者
に
よ
る
）﹇Ḥizb 

al-Ta ḥrīr 2010: 6

﹈。

　

こ
う
し
た
解
放
党
の
政
治
性
を
象
徴
す
る
の
が
、
彼
ら
の
「
カ
リ
フ
制
国
家
」
構
想
で
あ
る
。
解
放
党
は
、
サ
イ
ク
ス
＝
ピ
コ
協
定

に
象
徴
さ
れ
る
既
存
の
国
民
国
家
体
制
を
強
く
批
判
し
て
い
る
が
﹇Ibrāhīm

 2016; Ḥizb al-Ta ḥrīr W
ilāya al-Sūdān 2017

﹈、
他
方
で
「
カ

リ
フ
制
国
家
」
構
想
は
、
そ
の
思
想
的
な
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
「
カ
リ
フ
制
国
家
」
構
想
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
解
放
党
の
思
想
や
組

織
を
射
程
に
含
ん
だ
研
究
に
は
以
下
が
あ
る
が
﹇Com

m
ins 1991; Taji-Farouki 1996; 

中
田 

一
九
九
七; Baran 2006; M

oham
ed O

sm
an 

2012; Iqbal and Zulkifli 2016; Aitkulova 2021

﹈、
こ
れ
ら
の
多
く
は
、
そ
の
思
想
的
論
点
が
カ
リ
フ
革
命（
4
）論な
ど
一
部
に
と
ど
ま
り
、
国

家
論
が
十
分
に
議
論
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
例
外
的
に
コ
ミ
ン
ス
は
彼
ら
の
国
家
構
想
に
一
定
の
紙
幅
を
割
い
て
い
る
が

﹇Com
m
ins 1991: 207 -210

﹈、
そ
の
内
容
は
役
職
や
論
点
ご
と
の
簡
単
な
紹
介
に
と
ど
ま
る
。
ま
た
フ
ァ
ー
ル
ー
キ
ー
も
彼
ら
の
秩
序
構
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想
を
論
じ
て
は
い
る
が
、
そ
の
論
点
は
、
国
家
論
に
対
す
る
ナ
ブ
ハ
ー
ニ
ー
の
視
座
や
そ
の
背
景
、
現
代
の
国
民
国
家
か
ら
の
影
響
な
ど

が
中
心
で
あ
り
﹇Taji-Farouki 1996: 63 -71

﹈、
彼
ら
の
「
カ
リ
フ
制
国
家
」
構
想
自
体
を
正
面
か
ら
論
じ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
ま
た
国

家
論
と
イ
ス
ラ
ー
ム
政
治
理
論
と
の
関
係
性
の
検
討
も
残
さ
れ
た
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
解
放
党
の
秩
序
構
想
を
分
析
す
る
本

稿
の
文
脈
で
は
、
国
民
国
家
体
制
の
否
定
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
解
放
党
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
たIqbal and Zulkifli 

﹇2016

﹈
も
重
要

で
あ
る
が
、
こ
の
研
究
は
専
ら
、
解
放
党
が
国
民
国
家
体
制
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
に
焦
点
を
当
て
て
お
り
、
や
は
り
、
彼
ら
の
新
た
な

国
家
構
想
は
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
端
的
に
言
っ
て
こ
の
研
究
は
、
解
放
党
の
「
脱
国
民
国
家
」
的
な
思
想
に
の
み
注
目
し
、
彼

ら
が
「
カ
リ
フ
制
国
家
」
の
建
国
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
を
等
閑
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
従
来
の
解
放
党
研
究
に
お
い

て
、
そ
の
「
カ
リ
フ
制
国
家
」
構
想
は
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
に
お
い
て
、
本
稿
は
、
解
放
党
の
「
カ
リ
フ
制
国
家
」
構
想
の
内
実
を
解
明
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
後
述
す
る

よ
う
に
、
解
放
党
は
極
め
て
具
体
的
に
「
カ
リ
フ
制
国
家
」
を
構
想
し
て
お
り
、
そ
れ
は
解
放
党
の
出
版
物
に
詳
細
に
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
解
放
党
が
出
版
す
る
一
次
資
料
と
し
て
『
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
統
治
制
度
（N

i ẓām
 al- Ḥukm

 fī al-Islām

）』﹇al-

N
abhānī 2002

﹈
及
び
「
憲
法
草
案
」
に
依
拠
し
な
が（
5
）ら、
そ
の
構
想
を
描
き
出
す
こ
と
を
試
み
る
。

　

本
稿
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
解
放
党
が
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
い
て
あ
る
べ
き
と
考
え
る
国
家
像
を
瞥
見
し
（
第
二

章
）、
次
い
で
、
彼
ら
が
提
示
す
る
「
カ
リ
フ
制
国
家
」
構
想
に
目
を
向
け
る
。
具
体
的
に
は
、
そ
の
基
本
原
則
を
抽
出
し
（
第
三
章
）、

そ
れ
を
イ
ス
ラ
ー
ム
政
治
思
想
の
文
脈
に
定
位
す
る
（
第
四
章
）。
ま
た
、「
カ
リ
フ
制
国
家
」
の
「
憲
法
草
案
」
の
諸
規
定
に
つ
い
て
も
、

特
に
総
論
規
定
と
国
家
元
首
（
カ
リ
フ
）
に
関
す
る
規
定
を
中
心
に
分
析
す
る
（
第
五
章
）。
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二　

イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
い
て
あ
る
べ
き
国
家
像

　

ま
ず
、
解
放
党
が
理
想
と
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
国
家
像
を
見
て
み
た
い
。『
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
統
治
制
度
』
に
お
い
て
、

彼
ら
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
国
家
の
樹
立
を
義
務
と
す
る
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
そ
れ
が
国
家
や
社
会
、
生
活
（ḥayāt

）
の
原
理
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
き
、
国
家
や
統
治
を
そ
の
一
部
と
し
た
。
そ
し
て
、
ム
ス

リ
ム
た
ち
に
、
国
家
や
統
治
を
樹
立
し
イ
ス
ラ
ー
ム
の
諸
規
則
（a ḥkām

 al-Islām

）
に
よ
っ
て
統
治
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。﹇al-N

abhānī 

2002: 14

﹈

　

イ
ス
ラ
ー
ム
と
国
家
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
は
、〔
イ
ス
ラ
ー
ム
の
〕
諸
規
則
を
施
行
す
る
国
家
の
中
で
生
き
る
よ
り
ほ
か
に
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
宗
教

（dīn

）
で
あ
っ
て
原
理
（m

abda

’）
で
あ
り
、
統
治
と
国
家
は
そ
の
一
部
で
あ
る
。
国
家
と
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
が
一
般
的
な
生
活
（al- ḥayāt al-

‘ām
m
a

）
に
お
い
て
そ
の
諸
規
則
を
施
行
す
る
た
め
に
も
た
ら
し
た
、
唯
一
の
合
法
的
な
手
段
で
あ
る
。〔
…
〕
そ
れ
は
人
間
の
政
治
的
な
国
家
で
あ

り
、
霊
的
な
神
権
国
家
（daw

la ilāhīya rū ḥīya

）
で
は
な
い
。
そ
れ
は
神
聖
さ
（qadāsa

）
を
も
た
ず
、
そ
の
元
首
は
無
謬
性
（ṣifa al-‘i ṣm

a

）
を

も
た
な
い
。﹇al-N

abhānī 2002: 16

﹈

　

以
上
に
よ
れ
ば
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
は
国
家
な
し
に
は
成
り
立
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
国
家
と
は
神
権
的
で
無
謬
な
も
の
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で
は
な
く
、
単
に
イ
ス
ラ
ー
ム
の
諸
規
則
を
施
行
す
る
た
め
の
唯
一
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。

　

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
イ
ス
ラ
ー
ム
に
不
可
欠
で
あ
る
と
さ
れ
る
国
家
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ

う
か
。「
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
（al-daw

la al-Islām
īya

）」
と
題
し
た
節
に
お
い
て
、
彼
ら
は
端
的
に
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
を
表
現
す
る
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
と
は
、
聖
法
を
施
行
す
る
カ
リ
フ
〔
を
戴
く
国
家
〕
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
諸
規
則
を
施
行
す
る
た
め
、
及
び
ダ
ア
ワ
と
ジ

ハ
ー
ド
に
よ
っ
て
世
界
に
イ
ス
ラ
ー
ム
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
た
め
の
、
政
治
的
行
政
的
な
実
在
で
あ
る
。﹇al-N

abhānī 2002: 17

﹈

　

こ
れ
ま
で
の
記
述
で
、「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
諸
規
則
」
や
「
聖
法
」
と
い
っ
た
表
現
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
両
者
は
と
も

に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
こ
と
で
あ
る
。

　

小
杉
が
「
政
教
一
元
論
」
と
し
て
提
示
し
た
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
が
政
治
と
宗
教
を
区
分
せ
ず
、
両
者
が
一
元
的
で
あ
る
こ
と
は
今

や
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
﹇
小
杉 

一
九
九
四
：
一
六
─
二
七
﹈、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
内
部
に
一
切
の
分
節
化
が
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
が
、
小
杉
が
「
政
教
一
元
論
」
と
並
ん
で
提
示
す
る
「
法
政
二
元
論
」
が
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
即
ち
、
シ
ャ
リ
ー
ア

（sharī‘a

）
と
国
家
の
分（
6
）化、
換
言
す
れ
ば
、
法
と
共
同
体
の
分
化
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
﹇
小
杉 

二
〇
〇
六
：
八
七
﹈。

　

こ
の
よ
う
に
イ
ス
ラ
ー
ム
の
内
部
に
は
法
（
シ
ャ
リ
ー
ア
）
と
共
同
体
（
国
家
）
の
要
素
が
あ
る
が
、
法
は
共
同
体
よ
り
優
位
な
存
在

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
法
が
「
神
的
正
当
性
に
近
い
次
元
で
あ
」
る
一
方
で
、
国
家
は
「
法
の
意
志
を
体
現
し
て
法
を
施
行
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
正
当
な
も
の
と
な
る
」
が
た
め
で
あ
る
﹇
小
杉 
一
九
九
四
：
二
〇
─
二
一
﹈。
換
言
す
れ
ば
、
国
家
は
シ
ャ
リ
ー
ア
に
よ

る
正
当
化
を
求
め
、
シ
ャ
リ
ー
ア
は
国
家
を
正
当
化
す
る
の
で
あ
る
。

　

の
ち
に
詳
し
く
論
じ
る
よ
う
に
、
解
放
党
が
樹
立
を
目
指
し
て
い
る
の
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
を
施
行
す
る
国
家
で
あ（
7
）る。
或
い
は
、
次

の
よ
う
に
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
即
ち
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
い
て
国
家
を
構
想
す
る
こ
と
は
、
理
念
的
に
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
を
施
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行
す
る
手
段
を
構
想
す
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
解
放
党
が
理
想
と
す
る
国
家
像
は
必
然
的
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
施
行

に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
上
で
、
解
放
党
は
ま
ず
、
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
を
他
の
国
家
と
消
極
的
に
区
別
す
る
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
信
仰
か
ら
生
じ
た
も
の
を
除
い
て
は
、
い
か
な
る
思
想
や
概
念
、
統
治
、
尺
度
を
も
も
つ
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
。〔
…
〕
こ
の
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
の
機
関
（ajhiza al-daw

la al-Islām
īya

）
に
お
い
て
は
、「
民
主
主
義
的
」
概
念
に
よ
る
諸
官
庁

（w
izārāt

）
は
存
在
せ
ず
、
そ
の
統
治
に
お
い
て
は
、「
帝
政
的
」、
王
政
的
ま
た
は
共
和
制
的
な
い
か
な
る
概
念
も
存
在
し
な
い
。
こ
れ
ら
が
イ
ス

ラ
ー
ム
の
信
仰
か
ら
生
じ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
か
ら
生
じ
た
諸
概
念
に
反
す
る
た
め
で
あ
る
。﹇al-N

abhānī 2002: 18 -19

﹈

　

解
放
党
に
よ
れ
ば
、
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
と
は
、
思
想
で
あ
れ
概
念
で
あ
れ
、
は
た
ま
た
統
治
で
あ
れ
尺
度
で
あ
れ
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
信

仰
に
由
来
し
な
い
一
切
の
も
の
を
拒
絶
す
る
国
家
で
あ
る
。
そ
の
内
部
で
は
、
民
主
主
義
も
否
定
さ
れ
る
し
、
帝
政
、
王
政
、
共
和
制
も

否
定
さ
れ（
8
）る。

　
『
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
統
治
制
度
』
は
「
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
」
を
次
の
よ
う
に
言
い
表
す
。

　

結
果
と
し
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
統
治
制
度
と
は
カ
リ
フ
制
（ni ẓām

 al-khilāfa

）
で
あ
る
。
す
で
に
、
カ
リ
フ
制
の
統
一
（w

a ḥda al-

khilāfa

）
と
国
家
の
統
一
（w

a ḥda al-daw
la

）、
ま
た
、
一
人
の
カ
リ
フ
〔
に
対
す
る
〕
以
外
に
は
バ
イ
ア
（bay （
9
）

‘a

）
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い

て
、
合
意
（ijm

ā‘

）
が
成
立
し
て
い
る
。﹇al-N

abhānī 2002: 31

﹈

　

即
ち
、
解
放
党
の
提
示
す
る
「
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
」
と
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
全
体
に
た
だ
一
人
の
カ
リ
フ
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
国
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家
で
あ
る
。

　

カ
リ
フ
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
、
ま
た
、
カ
リ
フ
制
樹
立
の
義
務
性
が
強
調
さ
れ
る
。

　

カ
リ
フ
位
（al-khilāfa

）
と
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
聖
法
の
諸
規
則
を
確
立
し
イ
ス
ラ
ー
ム
の
ダ
ア
ワ
を
世
界
に
伝
え
る
た
め
の
、
世
界
中
の
す
べ
て

の
ム
ス
リ
ム
に
共
通
の
指
導
者
の
地
位
（ri

’āsa

）
で
あ
っ
て
、
イ
マ
ー
マ
（al-im

ām
a

）
と
同
義
で
あ
る
。〔
…
〕

　

カ
リ
フ
の
樹
立
は
、
世
界
中
の
す
べ
て
の
国
（aq ṭār

）
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
ム
ス
リ
ム
の
義
務
で
あ
る
。
そ
れ
を
遂
行
す
る
こ
と
は
、〔
…
〕
選

択
の
余
地
や
容
赦
の
な
い
不
可
避
の
命
令
（am

r m
u ḥattam

）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
遂
行
し
な
い
こ
と
は
最
大
の
罪
の
一
つ
で
あ
っ
て
、

ア
ッ
ラ
ー
は
厳
し
い
責
苦
で
苦
し
め
る
。﹇al-N

abhānī 2002: 32

﹈

　

そ
れ
で
は
、
解
放
党
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
国
家
論
を
、
広
く
イ
ス
ラ
ー
ム
政
治
思
想
（
研
究
）
の
文
脈
に
位

置
づ
け
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
彼
ら
は
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
の
樹
立
を
ム
ス
リ
ム
の
義
務
で
あ
る
と
す
る
。
国
家
の
樹
立
の
必
要
性
は
、
広
く
イ
ス
ラ
ー
ム
政
治

思
想
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
飯
塚
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、「
ウ
ン
マ
の
存
在
理
由
が
地
上
に
神
の
命

令
を
具
現
す
る
こ
と
に
あ
る
以
上
、
ウ
ン
マ
は
こ
れ
ら
の
法
規
範
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、
法
に
よ
る
統

治
を
実
現
す
る
た
め
に
は
な
ん
ら
か
の
統
治
機
構
が
不
可
欠
と
な
る
」﹇
飯
塚 

二
〇
〇
八
：
八
﹈。
解
放
党
が
国
家
を
求
め
て
い
る
こ
と
は
、

イ
ス
ラ
ー
ム
政
治
思
想
上
の
一
般
的
な
要
請
と
何
ら
違
う
こ
と
は
な
い
。

　

他
方
で
、
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
こ
で
要
請
さ
れ
る
国
家
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
現
在
の
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界

（
或
い
は
、
少
な
く
と
も
中
東
）
の
諸
国
家
は
、
世
俗
主
義
を
掲
げ
る
ト
ル
コ
な
ど
一
部
の
例
外
を
除
い
て
、
自
ら
の
イ
ス
ラ
ー
ム
的
正
当

性
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
例
え
ば
、
中
東
地
域
の
多
く
の
国
の
憲
法
に
、
国
教
条
項
に
加
え
て
イ
ス
ラ
ー
ム
法
条
項
が
存
在
す
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る
こ
と
に
象
徴
的
で
あ
）
10
（
る
。
こ
の
条
項
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
論
理
に
お
い
て
「
イ
ス
ラ
ー
ム
法
が
国
家
の
制
定
法
に
対
し
て
優
位
で
あ

る
こ
と
を
要
求
す
る
」
中
で
﹇
小
杉 

一
九
九
四
：
二
三
四
﹈、
国
家
の
制
定
法
が
そ
れ
に
反
し
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の

点
に
、
国
家
が
自
ら
の
イ
ス
ラ
ー
ム
性
を
強
調
す
る
意
図
が
見
出
せ
る
。
他
方
で
、
多
く
の
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
者
は
、
国
家
が
イ
ス
ラ
ー

ム
法
を
施
行
し
て
い
な
い
（
或
い
は
、
そ
の
施
行
が
不
十
分
で
あ
る
）
と
の
立
場
を
と
る
。
こ
う
し
た
対
立
こ
そ
が
、
現
代
の
イ
ス
ラ
ー
ム

を
め
ぐ
る
対
立
の
大
き
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
）
11
（

が
、
こ
こ
で
の
解
放
党
の
訴
え
は
、
後
者
の
立
場
に
重
な
る
と
い
え
よ
う
。
即
ち
、
彼
ら

が
考
え
る
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
と
は
統
一
さ
れ
た
「
カ
リ
フ
制
国
家
」
で
あ
り
、
解
放
党
は
、
そ
れ
を
戴
か
な
い
既
存
の
体
制
は
す
べ
て
、

イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
の
名
に
値
し
な
い
と
の
立
場
を
と
る
の
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
信
仰
か
ら
生
じ
た
も
の
の
み

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
）
12
（
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
民
主
主
義
や
王
政
、
共
和
制
、
帝
政
、
連
邦
制
と
い
っ
た
他
の
体
制
は
す
べ
て
批
判

さ
れ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
国
家
と
は
イ
ス
ラ
ー
ム
法
を
施
行
す
る
た
め
の
手
段
に
過
ぎ
ず
、
ま
た
、
神
権
制
で
も
な
く
無
謬
な
も
の

で
も
な
い
。
そ
も
そ
も
先
述
し
た
「
法
政
二
元
論
」
は
、
端
的
に
言
っ
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
い
て
は
法
（
シ
ャ
リ
ー
ア
）
と
共
同
体

（
国
家
）
の
分
化
が
見
ら
れ
、
両
者
は
、
国
家
が
シ
ャ
リ
ー
ア
に
よ
る
正
当
化
を
求
め
、
シ
ャ
リ
ー
ア
は
国
家
を
正
当
化
す
る
と
い
う
関

係
に
あ
っ
た
。
こ
の
議
論
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
国
家
は
無
謬
性
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
政
治
は
神
権
制
と
は
い
え
な
い
。

小
杉
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
が
統
治
者
の
恣
意
を
不
可
視
の
「
神
意
」
に
よ
っ
て
正
当
化
し
得
な
い
構
造
を
と
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
が
﹇
小

杉 

一
九
九
四
：
二
一
─
二
二
﹈、
解
放
党
の
国
家
論
も
ま
さ
に
、
こ
う
し
た
構
造
を
具
体
化
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
、
解
放
党
の
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
論
は
伝
統
的
な
国
家
論
に
大
き
く
違
う
と
こ
ろ
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

　

そ
の
上
で
、
彼
ら
は
あ
る
べ
き
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
を
「
カ
リ
フ
制
国
家
」
で
あ
る
と
し
、
そ
の
樹
立
を
義
務
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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三　
「
カ
リ
フ
制
国
家
」
の
基
本
原
則

　

解
放
党
が
理
想
と
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
（「
カ
リ
フ
制
国
家
」）
像
が
浮
か
び
上
が
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
基
本
原
則
を
明
ら
か
に
し

た
い
。『
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
統
治
制
度
』
で
は
、「
統
治
制
度
は
四
つ
の
原
則
に
基
づ
く
」
と
し
て
、
次
の
四
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

﹇al-N
abhānī 2002: 38

﹈。

一
─
主
権
（al-siyāda

）
は
ウ
ン
マ
で
は
な
く
聖
法
（al-shar‘

）
に
属
す
る
。

二
─
権
力
（al-sul ṭān

）
は
ウ
ン
マ
に
属
す
る
。

三
─
単
一
の
カ
リ
フ
の
任
命
は
ム
ス
リ
ム
の
義
務
で
あ
る
。

四 

─
カ
リ
フ
た
だ
一
人
が
、
シ
ャ
リ
ー
ア
の
諸
規
則
を
法
制
化
す
る
権
利
を
も
ち
、
憲
法
と
そ
の
他
の
諸
法
律
（qaw

ānīn

）
を
制
定
す
る
。﹇al-

N
abhānī 2002: 38

﹈

　

こ
れ
ら
の
原
則
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
半
の
二
項
目
は
そ
れ
ぞ
れ
主
権
論
と
実
態
的
な
権
力
論
で
あ
る
。
後

半
の
二
項
目
は
と
も
に
カ
リ
フ
論
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
「
三
」
は
カ
リ
フ
の
任
命
の
義
務
性
（
即
ち
、
カ
リ
フ
の
任
命
以
前
）
に
つ
い
て
、

「
四
」
は
カ
リ
フ
の
権
能
（
即
ち
、
カ
リ
フ
の
任
命
以
後
）
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
四
つ
の
論
点
に
依
拠
し
な
が
ら
、

解
放
党
が
構
想
す
る
「
カ
リ
フ
制
国
家
」
の
基
本
原
則
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
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㈠　

主
権
論

　

解
放
党
が
掲
げ
る
四
つ
の
基
本
原
則
の
う
ち
、
第
一
の
論
点
は
主
権
論
で
あ
る
。
あ
る
べ
き
姿
の
国
家
像
と
さ
れ
る
「
カ
リ
フ
制
国

家
」
に
お
い
て
は
、「
主
権
は
ウ
ン
マ
で
は
な
く
聖
法
に
属
す
る
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
問
題
は
、「
主
権
（al-siyāda

）」
と
い
う
言
葉
の
意

味
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
る
が
、
解
放
党
が
示
す
「
西
洋
の
術
語
（i ṣṭilā ḥ

）」
と
し
て
の
「
主
権
」
は
、「
意
志
（irāda

）」

の
実
行
権
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

　

あ
る
人
が
自
分
の
意
志
を
実
行
し
た
ら
、
主
権
は
そ
の
人
に
属
す
る
。
も
し
、
そ
の
人
の
意
志
が
他
の
人
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
ら
、〔
そ
の
人

は
〕
奴
隷
で
あ
る
。﹇al-N

abhānī 2002: 38

﹈

　

換
言
す
れ
ば
、
自
ら
の
意
志
を
自
ら
で
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
行
為
者
は
「
主
権
」
を
も
つ
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
「
主

権
」
概
念
を
ウ
ン
マ
に
あ
て
は
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

ウ
ン
マ
が
自
ら
の
意
志
、
即
ち
、
ウ
ン
マ
の
人
々
の
意
志
の
総
和
を
、
ウ
ン
マ
の
う
ち
の
〔
一
部
の
〕
人
々
を
通
し
て
ウ
ン
マ
〔
自
身
〕
が
実
行
し
、

ま
た
、
ウ
ン
マ
が
合
意
し
て
彼
ら
に
ウ
ン
マ
を
司
る
権
利
を
与
え
た
ら
、
ウ
ン
マ
自
身
が
主
人
（sayyida

）
で
あ
る
〔
と
い
え
る
〕。
も
し
、
ウ
ン
マ

の
意
志
が
ウ
ン
マ
以
外
〔
の
主
体
〕
に
よ
っ
て
強
制
的
に
実
行
さ
れ
た
ら
、
ウ
ン
マ
は
奴
隷
（m

usta‘bada

）
で
あ
る
〔
と
い
え
る
〕。
そ
の
た
め
、

民
主
主
義
の
制
度
は
〔
次
の
よ
う
に
〕
い
う
の
で
あ
る
。
主
権
は
国
民
（sha‘b
）
に
属
す
る
。
即
ち
、〔
国
民
と
は
〕
そ
の
意
志
を
実
行
し
、〔
国
民

が
〕
望
む
人
を
〔
代
表
に
〕
任
命
し
、
そ
の
意
志
を
実
行
す
る
権
利
を
そ
の
人
に
与
え
る
の
で
あ
る
。﹇al-N

abhānī 2002: 38 -39

﹈



解放党の「カリフ制国家」構想

303

　

ウ
ン
マ
の
意
志
と
は
ウ
ン
マ
を
構
成
す
る
人
々
の
意
志
の
総
和
で
あ
り
、
こ
れ
を
ウ
ン
マ
自
身
が
実
行
で
き
れ
ば
、
ウ
ン
マ
は
主
権
を

も
つ
「
主
人
」
で
あ
る
こ
と
に
な
）
13
（

る
。
こ
の
説
明
は
、
民
主
主
義
国
家
を
想
定
し
た
場
合
、
非
常
に
よ
く
あ
て
は
ま
る
。
即
ち
、
他
の
あ

ら
ゆ
る
国
家
と
同
様
に
民
主
主
義
国
家
も
（
国
民
の
意
志
の
総
和
で
あ
る
と
こ
ろ
の
）
意
志
を
も
つ
が
、
民
主
主
義
国
家
に
は
、
そ
の
意
志

を
自
由
に
実
行
で
き
る
権
能
を
も
つ
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
民
主
主
義
国
家
に
お
い
て
は
、
国
民
は
（
国
民
全
体
の
総
和
的

な
）
意
志
の
実
行
者
で
あ
る
と
い
え
、
国
民
の
代
表
を
任
命
し
、
国
民
の
代
表
が
国
民
の
意
志
を
実
行
す
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
主

権
は
国
民
に
属
す
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が
一
方
で
、
解
放
党
が
理
想
と
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
主
権
と
国
民
の
関
係
と
は
異
な
る
形
で
、
主
権

と
ウ
ン
マ
の
関
係
が
立
ち
現
れ
る
こ
と
と
な
る
。
民
主
主
義
国
家
の
そ
れ
と
は
異
な
る
主
権
の
位
置
づ
け
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

　

こ
う
し
た
主
権
の
法
則
に
よ
れ
ば
、
主
権
は
ウ
ン
マ
で
は
な
く
聖
法
に
属
す
る
。
聖
法
が
個
人
の
意
志
を
聖
法
に
従
っ
て
実
行
す
る
の
で
あ
っ
て
、

個
人
が
自
ら
望
む
よ
う
に
自
分
自
身
〔
の
意
志
を
実
行
す
る
の
〕
で
は
な
い
。
個
人
の
意
志
は
、
ア
ッ
ラ
ー
の
命
令
と
ア
ッ
ラ
ー
の
禁
止
に
よ
っ
て
実

行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。〔
…
〕
ア
ッ
ラ
ー
と
使
徒
に
戻
す
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
聖
法
の
統
治
に
戻
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
聖
法
こ
そ
が
ウ
ン
マ

と
個
人
を
統
治
し
、
ウ
ン
マ
と
個
人
の
意
志
を
実
行
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
使
徒
が
も
た
ら
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
ウ
ン
マ
と
個
人
は
聖
法
に
服

属
し
、
ゆ
え
に
、
主
権
は
聖
法
に
属
す
る
。
そ
の
た
め
カ
リ
フ
は
、
ウ
ン
マ
の
も
と
で
ウ
ン
マ
が
望
む
こ
と
を
実
現
す
る
被
用
者
（ajīr

）
と
し
て
、

ウ
ン
マ
に
バ
イ
ア
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。〔
…
〕
カ
リ
フ
は
、
ア
ッ
ラ
ー
の
書
と
ア
ッ
ラ
ー
の
使
徒
の
ス
ン
ナ
を
実
現
す
る
た
め
に
、
つ
ま
り
、
人
々

が
望
ん
だ
こ
と
を
実
現
す
る
た
め
で
は
な
く
聖
法
を
実
現
す
る
た
め
に
、
ア
ッ
ラ
ー
の
書
と
ア
ッ
ラ
ー
の
使
徒
の
ス
ン
ナ
に
基
づ
い
て
、
ウ
ン
マ
に
バ

イ
ア
さ
れ
る
の
で
あ
る
。〔
…
〕﹇al-N

abhānī 2002: 39

﹈
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イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
に
お
い
て
、
ウ
ン
マ
の
意
志
を
実
行
す
る
の
は
、
ウ
ン
マ
の
意
志
そ
の
も
の
で
は
な
く
イ
ス
ラ
ー
ム
法
で
あ
る
。
た

し
か
に
、
ウ
ン
マ
が
人
々
（
ム
ス
リ
ム
）
の
集
合
で
あ
る
以
上
、
そ
の
総
和
と
し
て
の
ウ
ン
マ
の
意
志
は
存
在
す
る
。
し
か
し
、
イ
ス

ラ
ー
ム
国
家
に
お
い
て
そ
れ
を
実
行
す
る
の
は
イ
ス
ラ
ー
ム
法
で
あ
り
、
ウ
ン
マ
は
民
主
主
義
国
家
の
よ
う
に
そ
れ
を
自
由
に
取
り
扱
う

こ
と
は
で
き
な
い
。
解
放
党
が
指
摘
す
る
「
西
洋
の
術
語
」
と
し
て
の
「
主
権
」
の
用
語
法
に
従
え
ば
、
ウ
ン
マ
は
、
自
ら
の
意
志
を
実

行
す
る
権
能
を
も
た
な
い
た
め
に
、
主
権
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
。

㈡　

実
態
的
な
権
力
論

　

解
放
党
が
掲
げ
る
四
つ
の
基
本
原
則
の
う
ち
、
第
二
の
論
点
は
実
態
的
な
権
力
論
で
あ
る
。「
カ
リ
フ
制
国
家
」
に
お
い
て
は
、「
権
力

は
ウ
ン
マ
に
属
す
る
」
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
一
見
、
先
に
述
べ
た
主
権
と
ウ
ン
マ
の
関
係
か
ら
す
る
と
矛
盾
し
た
内
容
の
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
解
放
党
の
思
想
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
立
場
は
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
両
立
す
る
。

　

そ
れ
は
偏
に
、「
主
権
（al-siyāda

）」
と
「
権
力
（al-sul ṭān

）」
と
い
う
二
つ
の
概
念
の
質
的
な
違
い
に
よ
る
。
即
ち
、（
先
に
見
た
よ
う

に
）
こ
こ
で
の
主
権
と
は
あ
る
主
体
が
自
分
の
意
志
を
実
行
で
き
る
権
能
で
あ
り
、
そ
れ
は
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
属
し
て
い
た
が
、
他
方
で
、

こ
こ
に
い
う
権
力
と
は
（
主
権
が
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
属
す
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
の
）
よ
り
実
態
的
な
次
元
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
権
力
が
ウ
ン
マ
に
属
す
る
こ
と
は
、
ウ
ン
マ
に
よ
る
カ
リ
フ
の
任
命
と
、
バ
イ
ア
に
よ
る
カ
リ
フ
の
権
力
獲
得
に
拠
る
﹇al-

N
abhānī 2002: 39

﹈。
権
力
・
カ
リ
フ
・
ウ
ン
マ
の
三
者
の
関
係
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

バ
イ
ア
は
、
ム
ス
リ
ム
か
ら
カ
リ
フ
に
す
る
の
で
あ
っ
て
、
カ
リ
フ
か
ら
ム
ス
リ
ム
に
す
る
の
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
、
こ
の
ム
ス
リ
ム
た
ち
は
カ
リ

フ
に
バ
イ
ア
し
た
者
、
つ
ま
り
、
カ
リ
フ
を
彼
ら
の
統
治
者
と
し
て
打
ち
立
て
た
者
で
あ
る
。〔
…
〕
カ
リ
フ
は
こ
う
し
た
バ
イ
ア
に
よ
っ
て
、
権
力

を
獲
得
す
る
〔
の
で
あ
る
〕。〔
…
〕﹇al-N

abhānī 2002: 40

﹈
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カ
リ
フ
は
バ
イ
ア
に
よ
っ
て
権
力
を
獲
得
す
る
。
と
い
う
の
も
、
ア
ッ
ラ
ー
は
バ
イ
ア
に
よ
っ
て
カ
リ
フ
に
従
う
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
る
。

〔
…
〕
そ
れ
ゆ
え
、
カ
リ
フ
制
は
バ
イ
ア
に
よ
る
。〔
…
〕
こ
う
し
て
、
ウ
ン
マ
の
バ
イ
ア
に
よ
っ
て
〔
カ
リ
フ
は
〕
ウ
ン
マ
か
ら
権
力
を
獲
得
し
、
ウ

ン
マ
は
バ
イ
ア
し
た
者
に
従
う
こ
と
が
義
務
と
な
っ
た
。〔
…
〕
こ
の
こ
と
は
、
権
力
が
ウ
ン
マ
に
属
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。〔
…
〕
し
た
が
っ
て
、

ム
ス
リ
ム
が
カ
リ
フ
を
打
ち
立
て
、
ア
ッ
ラ
ー
の
書
と
ア
ッ
ラ
ー
の
使
徒
の
ス
ン
ナ
に
基
づ
い
て
カ
リ
フ
に
バ
イ
ア
し
、
カ
リ
フ
が
こ
う
し
た
バ
イ
ア

に
よ
っ
て
権
力
を
獲
得
す
る
こ
と
は
、
ウ
ン
マ
が
〔
自
ら
〕
望
む
人
に
権
力
を
与
え
る
と
い
う
権
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
の
明
白
な
証
拠
で
あ
る
。

﹇al-N
abhānī 2002: 41

﹈

　

先
述
の
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
の
主
権
は
ウ
ン
マ
に
属
さ
な
い
が
、
実
態
的
な
権
力
は
（
イ
ス
ラ
ー
ム
法
と
い
う
主
権
の
枠
内
で
）

ウ
ン
マ
に
属
す
る
。
さ
り
な
が
ら
、
そ
の
権
力
と
い
う
の
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
ウ
ン
マ
に
属
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
帰
属
は
カ
リ
フ

を
媒
介
と
す
る
の
で
あ
る
。
ウ
ン
マ
は
、
ウ
ン
マ
が
望
む
人
を
カ
リ
フ
に
据
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
「
権
力
（al-sul ṭān

）」
を

も
つ
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
「
権
力
は
ウ
ン
マ
に
属
す
る
」
と
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

㈢　

カ
リ
フ
の
任
命
の
義
務
性
と
そ
の
権
能

　

解
放
党
が
掲
げ
る
四
つ
の
基
本
原
則
の
う
ち
、
第
三
と
第
四
の
論
点
は
カ
リ
フ
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、「
三
─
単
一
の
カ
リ

フ
の
任
命
は
ム
ス
リ
ム
の
義
務
で
あ
」
り
、「
四
─
カ
リ
フ
た
だ
一
人
が
、
シ
ャ
リ
ー
ア
の
諸
規
則
を
法
制
化
す
る
権
利
を
も
ち
、
憲
法

と
そ
の
他
の
諸
法
律
を
制
定
す
る
」。

　

以
上
で
見
た
と
お
り
、
ウ
ン
マ
に
属
す
る
権
力
と
は
カ
リ
フ
を
媒
介
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
ウ
ン
マ
へ
の
権
力
の
帰
属
は
カ
リ
フ
の
存

在
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
カ
リ
フ
制
の
構
想
こ
そ
、
解
放
党
の
政
治
論
の
真
髄
な
の
で
あ
る
。

　

カ
リ
フ
を
任
命
す
る
こ
と
の
義
務
性
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
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義
務
で
あ
る
の
は
、
す
べ
て
の
ム
ス
リ
ム
の
首
に
バ
イ
ア
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
り
、
即
ち
、
す
べ
て
の
ム
ス
リ
ム
の
首
に
バ
イ
ア
が
存
在
す
る
に

値
す
る
カ
リ
フ
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
カ
リ
フ
が
存
在
す
る
こ
と
と
は
、
実
際
に
バ
イ
ア
を
し
て
い
よ
う
と
し
て
い
な
か
ろ
う
と
、

す
べ
て
の
ム
ス
リ
ム
の
首
に
バ
イ
ア
が
存
在
す
る
こ
と
〔
を
意
味
す
る
の
〕
で
あ
る
。
カ
リ
フ
が
一
人
で
あ
る
こ
と
は
、〔
…
〕
ム
ス
リ
ム
が
二
人
以

上
の
カ
リ
フ
を
も
つ
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。﹇al-N
abhānī 2002: 41 -42

﹈

　

一
九
二
四
年
の
カ
リ
フ
制
崩
壊
後
、
広
く
ム
ス
リ
ム
に
認
め
ら
れ
る
カ
リ
フ
位
は
た
だ
の
一
度
も
成
立
し
て
い
な
い
）
14
（
が
、
そ
の
中
で
解

放
党
は
一
貫
し
て
カ
リ
フ
制
の
再
興
を
訴
え
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
ら
は
、「
カ
リ
フ
制
再
興
を
現
代
の
ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て
最
重
要
課

題
と
み
な
し
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
、
理
論
的
か
つ
実
践
的
な
活
動
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
展
開
し
て
き
た
組
織
」
の
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
る

﹇
中
田 

二
〇
一
五
：
一
三
三
﹈。「
カ
リ
フ
制
国
家
（daw

la al-khilāfa

）」
と
い
う
表
現
自
体
が
、
ま
さ
に
、
解
放
党
の
こ
う
し
た
立
場
を
象

徴
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
彼
ら
が
掲
げ
る
基
本
原
則
に
も
カ
リ
フ
の
任
命
の
義
務
性
が
謳
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
裏
づ
け
て
い

る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
上
で
、
第
四
の
原
則
と
し
て
、
専
ら
カ
リ
フ
に
シ
ャ
リ
ー
ア
の
諸
規
則
の
法
制
化
、
即
ち
、
憲
法
と
諸
法
律
の
制
定
権
が
備
わ
っ

て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
カ
リ
フ
の
実
際
の
権
能
に
つ
い
て
は
、「
カ
リ
フ
制
国
家
」
の
「
憲
法
草
案
」
の
具
体
的
な
規
定
か
ら
よ
り

明
ら
か
に
な
る
た
め
後
述
す
る
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
施
行
に
あ
た
っ
て
、
カ
リ
フ
が
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
解
釈
と
そ
の
法
制
化
と
い
う
重

大
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
。

四　
「
カ
リ
フ
制
国
家
」
の
基
本
原
則
の
思
想
的
位
置
づ
け

　

以
上
で
は
、
解
放
党
が
提
示
す
る
「
カ
リ
フ
制
国
家
」
の
四
つ
の
基
本
原
則
に
つ
い
て
瞥
見
し
て
き
た
。
本
章
で
は
、
引
き
続
き
こ
れ
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ら
の
基
本
原
則
を
も
と
に
し
つ
つ
も
、
解
放
党
の
政
治
思
想
を
よ
り
広
く
イ
ス
ラ
ー
ム
政
治
思
想
の
議
論
に
定
位
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

㈠　

主
権
論
・
権
力
論

　

解
放
党
が
掲
げ
る
基
本
原
則
の
う
ち
、
第
一
の
論
点
は
主
権
論
で
あ
り
、
第
二
の
論
点
は
権
力
論
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、「
主
権
」
を

「
意
志
」
の
実
行
権
と
捉
え
た
上
で
、「
カ
リ
フ
制
国
家
」
に
お
い
て
は
そ
れ
が
ウ
ン
マ
で
は
な
く
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
属
す
る
と
し
、
他
方

で
、
実
態
的
な
権
力
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
ウ
ン
マ
に
属
す
る
と
し
て
い
た
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
政
治
思
想
を
論
じ
た
小
杉
﹇
一
九
九
四
：
三
〇
─
四
〇
﹈
は
、「
主
権
」
と
「
権
力
」
の
二
つ
の
概
念
を
明
瞭
に
整
理
し
て

い
る
。
以
下
で
は
、
解
放
党
の
思
想
を
イ
ス
ラ
ー
ム
政
治
思
想
の
文
脈
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
、
小
杉
の
こ
の
議
論
を
瞥
見
し
た
い
。

　

ま
ず
、
主
権
と
ア
ッ
ラ
ー
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
い
て
、
主
権
が
ア
ッ
ラ
ー
に
属
す
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。

実
際
に
ク
ル
ア
ー
ン
に
お
い
て
も
、「
神
の
主
権
（siyāda Allāh

）」
を
示
し
た
複
数
の
節
が
存
在
す
る
﹇
小
杉 

一
九
九
四
：
三
〇
﹈。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
に
は
、
主
権
が
ウ
ン
マ
に
帰
属
す
る
と
の
説
や
主
権
が
ウ
ン
マ
に
全
面
的
に
授
権
さ
れ
た
と
の
説
も
存
在
す
る
が
、

小
杉
は
、
こ
れ
ら
の
立
場
に
対
す
る
有
力
な
批
判
を
引
用
し
て
い
る
﹇
小
杉 

一
九
九
四
：
三
二
─
三
三
﹈。
例
え
ば
、
こ
う
し
た
説
は
「
イ

ス
ラ
ー
ム
思
想
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
は
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
が
」、「
イ
ス
ラ
ー
ム
法
と
西
洋
化
さ
れ
た
現
代
社
会
と
を
適
合
さ
せ
る

方
向
を
示
し
て
お
り
、
現
代
社
会
の
条
件
の
中
に
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
を
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
」﹇
小
杉 

一
九
九
四
：
三

二
﹈。
そ
れ
ゆ
え
、
伝
統
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
論
に
連
な
る
主
流
の
イ
ス
ラ
ー
ム
政
治
思
想
に
お
い
て
は
、
主
権
は
ア
ッ
ラ
ー
に
属
す

る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

他
方
で
小
杉
は
、
先
述
の
主
権
と
権
力
の
二
つ
の
概
念
に
関
し
て
、
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ハ
キ
ー
ム
・
ア
イ
リ
ー
（‘Abd al- Ḥakīm

 al-‘Aylī

）

の
次
の
言
を
引
用
し
て
い
る
。
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適
切
な
唯
一
の
理
解
は
、「
主
権
（siyādah

）
と
統
治
権
力
（sul ṭah al- ḥukm

）
の
区
分
で
あ
る
。
主
権
は
、
神
の
み
に
帰
属
し
、
統
治
権
力
は
、

ウ
ン
マ
に
授
権
さ
れ
、
主
権
の
制
限
内
で
行
使
さ
れ
る
」。﹇
小
杉 

一
九
九
四
：
三
三
﹈

　

こ
の
「
統
治
権
力
」（
解
放
党
の
基
本
原
則
に
い
う
「
権
力
」
に
相
当
）
は
、
以
下
に
「
主
権
行
使
権
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
、
議
論
が
進

め
ら
れ
）
15
（

る
﹇
小
杉 
一
九
九
四
：
三
三
﹈。

　

ま
ず
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
主
権
行
使
権
が
二
重
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
﹇
小
杉 

一
九
九
四
：
三
七
﹈。
こ

の
二
重
構
造
を
担
う
の
は
、
ウ
ン
マ
と
イ
ス
ラ
ー
ム
法
で
あ
る
。
た
だ
し
、
両
者
の
権
力
の
範
疇
に
は
差
異
が
あ
る
。
即
ち
「
ウ
ン
マ
の

権
力
の
範
疇
は
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
前
者
が
後
者
に
包
含
さ
れ
て
い
る
」﹇
小
杉 

一
九
九
四
：
三
八
﹈。

換
言
す
れ
ば
、
ウ
ン
マ
の
主
権
行
使
権
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
反
し
な
い
限
り
で
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
国
家
は
イ
ス
ラ
ー
ム

法
を
執
行
す
る
た
め
の
「
手
段
」
に
過
ぎ
な
い
﹇
小
杉 

一
九
九
四
：
四
〇
﹈。
国
家
の
統
治
者
と
は
、
即
ち
、
ウ
ン
マ
を
代
表
し
、「
そ
の

政
治
的
権
力
を
具
現
化
し
た
ダ
ウ
ラ
」
の
統
治
者
で
あ
る
が
﹇
小
杉 

一
九
九
四
：
三
九
﹈、
ウ
ン
マ
の
一
切
の
諸
事
が
国
家
に
よ
っ
て
執
行

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
以
上
、
国
家
は
ウ
ン
マ
に
よ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
施
行
の
一
部
を
担
う
に
過
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
以
上
の
イ
ス
ラ
ー
ム
政
治
思
想
の
基
本
構
造
の
中
で
、
解
放
党
の
思
想
は
ど
こ
に
定
位
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
解
放
党
が
示
し

た
四
つ
の
基
本
原
則
に
お
い
て
、「
主
権
」
と
は
自
ら
の
「
意
志
」
を
自
由
に
実
行
で
き
る
権
利
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
聖
法
に
属
す
る
」

と
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
い
う
「
主
権
」
は
、
以
上
の
議
論
に
お
い
て
も
（
主
権
行
使
権
で
は
な
く
）
主
権
に
相
当
す
る
。
即
ち
、
解
放
党

の
議
論
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
を
、
小
杉
の
議
論
に
お
け
る
ア
ッ
ラ
ー
と
同
じ
「
主
権
」
の
次
元
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ
こ
で
一
見
す
れ

ば
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
を
（
主
権
で
は
な
く
）
二
重
の
「
主
権
行
使
権
」
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
小
杉
の
議
論
と
は
、
矛
盾
す
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
実
際
に
は
、
両
者
に
は
大
差
な
い
。
即
ち
、
主
権
か
主
権
行
使
権
か
と
い
う
イ
ス
ラ
ー
ム
法

を
め
ぐ
る
両
者
の
差
異
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
い
か
な
る
特
質
を
強
調
す
る
か
の
違
い
に
過
ぎ
な
い
。
小
杉
は
ウ
ラ
マ
ー
の
解
釈
か
ら
生
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ま
れ
る
と
い
う
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
「
法
曹
法
」
的
な
性
格
を
強
調
す
る
一
方
で
﹇
小
杉 

一
九
九
四
：
三
九
﹈、
解
放
党
は
そ
う
し
た
性
格
よ

り
も
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
自
体
が
ア
ッ
ラ
ー
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
者
の
議
論
で
は
、
主
権
行
使
権

の
二
重
性
は
イ
ス
ラ
ー
ム
法
と
ウ
ン
マ
と
で
分
離
さ
れ
、
前
者
は
「
主
権
」
者
で
あ
る
ア
ッ
ラ
ー
に
接
合
さ
れ
て
い
る
。
他
方
で
、
ウ
ン

マ
の
主
権
行
使
権
（
解
放
党
の
基
本
原
則
に
い
う
「
権
力
」）
は
、
主
権
者
で
あ
る
ア
ッ
ラ
ー
が
定
め
た
イ
ス
ラ
ー
ム
法
（「
ア
ッ
ラ
ー
の
命
令

と
ア
ッ
ラ
ー
の
禁
止
」）
を
実
現
す
る
た
め
に
行
使
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
解
放
党
の
主
権
論
と
権
力
論
は
、
小
杉
が
ラ
イ

イ
ス
（M

u ḥam
m
ad Ḍiyā

’ al-D
īn al-Rayyis

）
や
ラ
イ
ラ
（M
u ḥam

m
ad Kām

il Layla

）
と
い
っ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
多
く
の
学
者
の
見

解
を
再
構
成
す
る
こ
と
で
示
し
た
伝
統
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
政
治
思
想
を
、
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
も
の
と
判
断
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

主
権
論
と
権
力
論
に
関
す
る
解
放
党
の
位
置
づ
け
が
明
ら
か
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
彼
ら
が
考
え
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
体
制
と
そ
の
他
の

体
制
の
具
体
的
な
相
違
点
に
つ
い
て
も
論
じ
て
お
き
た
い
。

　

解
放
党
は
イ
ス
ラ
ー
ム
に
よ
ら
な
い
一
切
の
体
制
を
批
判
し
て
い
る
が
、
そ
の
対
象
の
一
つ
に
共
和
制
が
あ
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、

「
共
和
制
は
そ
の
基
礎
を
民
主
主
義
の
制
度
に
置
く
」
が
、
民
主
主
義
の
制
度
と
は
「
そ
の
主
権
が
国
民
に
属
す
る
」
制
度
で
あ
る
﹇al-

N
abhānī 2002: 27

﹈。
こ
こ
で
、
解
放
党
が
掲
げ
る
四
つ
の
基
本
原
則
の
う
ち
の
第
二
の
点
、
即
ち
、
実
態
的
な
権
力
論
の
議
論
を
想
起

さ
れ
た
い
。
そ
の
中
で
は
、
ウ
ン
マ
は
自
ら
望
む
人
に
バ
イ
ア
を
し
カ
リ
フ
と
し
て
の
権
力
を
与
え
得
る
と
い
う
意
味
で
、
ウ
ン
マ
が
権

力
を
有
す
る
こ
と
を
論
じ
た
。
一
見
す
れ
ば
、
こ
の
権
力
は
国
民
の
代
表
を
選
出
す
る
民
主
主
義
と
構
造
的
に
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
民
主
主
義
体
制
と
イ
ス
ラ
ー
ム
体
制
の
最
大
の
違
い
は
、
ま
さ
に
こ
の
主
権
の
位
置
に
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
拘

束
さ
れ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
体
制
と
は
異
な
っ
て
、
民
主
主
義
体
制
に
お
い
て
「
国
民
は
統
治
権
と
立
法
権
を
有
」
し
、
自
由
に
「
統
治
者
を

任
命
す
る
権
利
や
、
罷
免
す
る
権
利
、
憲
法
や
諸
法
律
を
立
法
す
る
権
利
、
そ
れ
ら
を
廃
止
し
、
変
更
し
、
修
正
す
る
権
利
を
有
し
て
い

る
」﹇al-N

abhānī 2002: 27

﹈。
こ
の
よ
う
に
、
主
権
を
め
ぐ
る
両
者
の
あ
り
方
の
差
異
は
、
解
放
党
に
よ
る
民
主
主
義
や
共
和
制
の
否
定
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に
も
直
結
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、
こ
う
し
た
批
判
は
既
存
の
国
民
国
家
体
制
が
イ
ス
ラ
ー
ム
に
反
す
る
と
い
う
主
張
の
直
接

的
な
根
拠
に
も
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

㈡　

カ
リ
フ
論
の
概
要

　

解
放
党
が
掲
げ
る
四
つ
の
基
本
原
則
の
う
ち
、
残
る
第
三
と
第
四
の
論
点
は
カ
リ
フ
論
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
カ
リ
フ
の
具
体
的
な

権
能
は
次
章
に
譲
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
解
放
党
が
構
想
す
る
カ
リ
フ
制
自
体
の
思
想
上
の
位
置
づ
け
や
そ
の
任
命
の
義
務
性
と
い
っ

た
、
カ
リ
フ
論
の
概
要
を
論
じ
た
い
。

　
「
カ
リ
フ
」
と
は
、
ア
ラ
ビ
ア
語
の
「
ハ
リ
ー
フ
ァ
（khalīfa

）」
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
後
継
者
」
や
「
代
理
人
」
を
意
味
す
る
普
通
名

詞
で
あ
る
が
﹇
中
田 

二
〇
一
五
：
二
四
─
二
五
﹈、
ス
ン
ナ
派
に
お
け
る
用
語
と
し
て
は
、「
ア
ッ
ラ
ー
の
使
徒
の
後
継
者
（khalīfa rasūl 

Allāh

）」
の
略
称
で
あ
る
﹇
中
田 

二
〇
一
五
：
四
〇
─
四
一
﹈。

　

松
山
﹇
二
〇
〇
八
：
一
五
─
一
七
﹈
は
、
カ
リ
フ
の
要
諦
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
カ
リ
フ
と
は
「
イ
ス
ラ
ー
ム
共
同
体
の
統

一
と
秩
序
維
持
の
た
め
、
ま
た
、
ア
ッ
ラ
ー
の
法
と
宗
教
を
改
変
や
逸
脱
か
ら
守
護
す
る
た
め
」
に
必
要
と
さ
れ
る
「
国
家
機
構
に
相
当

す
る
」
役
割
を
果
た
す
、
一
人
の
自
然
人
で
あ
る
﹇
松
山 
二
〇
〇
八
：
一
六
﹈。
た
だ
し
、
そ
の
実
質
的
機
能
は
「
西
洋
法
に
お
け
る
国
家

（
あ
る
い
は
君
主
）
に
等
し
い
」﹇
松
山 

二
〇
〇
八
：
一
六
﹈。
も
っ
と
も
、
そ
の
特
権
が
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
先
述
の
と

お
り
で
あ
り
、
こ
の
点
を
も
っ
て
「
立
憲
君
主
的
な
存
在
」
と
も
表
現
し
得
る
も
の
で
あ
る
﹇
松
山 

二
〇
〇
八
：
一
六
﹈。

　

カ
リ
フ
に
つ
い
て
論
じ
た
ド
ゥ
マ
イ
ジ
ー
に
よ
れ
ば
、
カ
リ
フ
任
命
の
義
務
性
は
圧
倒
的
多
数
の
ム
ス
リ
ム
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い

る
﹇al-D

um
ayjī 1988: 45 -46

﹈。
ま
た
、
そ
の
根
拠
も
ク
ル
ア
ー
ン
や
ス
ン
ナ
、
イ
ジ
ュ
マ
ー
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
﹇al-D

um
ayjī 

1988: 47 -64

﹈、
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
と
し
て
強
い
説
得
力
を
有
す
る
主
張
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
に
お
い
て
「
カ
リ
フ
」
概
念
が
包
括
的
か
つ
厳
密
に
規
定
さ
れ
た
最
古
の
作
品
は
、
マ
ー
ワ
ル
デ
ィ
ー
（al-
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M
āw

ardī

）
及
び
ア
ブ
ー
・
ヤ
ア
ラ
ー
（Abū Ya‘lā

）
に
よ
る
、
同
名
の
両
『
統
治
の
諸
規
則
（A

l-A
ḥkām

 al-Sul ṭānīya

）』
で
あ
っ
た
と

さ
れ
）
16
（

る
﹇
中
田 

二
〇
一
五
：
五
六
─
五
八；

二
〇
二
〇
：
一
九
一
─
一
九
三
﹈。
す
で
に
こ
れ
ら
の
著
作
に
お
い
て
、
カ
リ
フ
の
擁
立
は
連
帯
義

務
で
あ
る
と
さ
れ
﹇
ア
ル
＝
マ
ー
ワ
ル
デ
ィ
ー 

二
〇
〇
六
：
八；

松
山 

二
〇
〇
八
：
三
一
五
﹈、
ま
た
、
先
に
論
じ
た
カ
リ
フ
の
就
任
手
続
き
と

し
て
の
バ
イ
ア
も
規
定
さ
れ
て
い
た
﹇
ア
ル
＝
マ
ー
ワ
ル
デ
ィ
ー 

二
〇
〇
六
：
一
一
─
一
二；

松
山 

二
〇
〇
八
：
三
二
四
─
三
三
〇
﹈。
解
放
党
の

カ
リ
フ
論
も
、
基
本
的
に
は
こ
れ
ら
の
古
典
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
に
依
拠
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
時
代
の
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
は
、
カ
リ
フ
の
正
統
性
を
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
施
行
に
積
極
的
に
見
出
そ
う
と
は
し
て
い
な

か
っ
た
。
例
え
ば
、
マ
ー
ワ
ル
デ
ィ
ー
の
『
統
治
の
諸
規
則
』
に
お
い
て
カ
リ
フ
を
退
位
さ
せ
る
状
況
の
一
つ
と
さ
れ
る
「
疑
わ
し
い
考

え
」
に
従
う
と
い
う
道
徳
的
欠
陥
は
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
施
行
と
関
連
す
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
マ
ー
ワ
ル
デ
ィ
ー
は
、
次
の
説
に
も
言
及

し
て
い
る
。
即
ち
、「
多
く
の
バ
ス
ラ
の
学
者
た
ち
は
、
こ
の
こ
と
〔
誤
っ
た
考
え
を
も
つ
こ
と
〕
は
イ
マ
ー
ム
位
の
成
立
を
妨
げ
な
い
し
、

イ
マ
ー
ム
か
ら
イ
マ
ー
ム
位
を
奪
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
言
う
」﹇
ア
ル
＝
マ
ー
ワ
ル
デ
ィ
ー 

二
〇
〇
六
：
三
五
﹈。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、

カ
リ
フ
が
イ
ス
ラ
ー
ム
法
か
ら
逸
脱
し
て
も
、
カ
リ
フ
位
は
廃
位
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
こ
の
説
は
カ
リ
フ
の
正
統
性
を
イ
ス

ラ
ー
ム
法
の
施
行
に
積
極
的
に
見
出
し
て
は
お
ら
ず
、
こ
の
説
を
取
り
上
げ
た
こ
と
自
体
、
す
で
に
カ
リ
フ
論
は
、
そ
の
一
部
に
お
い
て

体
制
護
持
の
様
相
を
見
せ
て
い
た
と
い
え
る
。

　

さ
ら
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
は
そ
の
後
、
カ
リ
フ
論
を
主
に
「
叛
徒
討
伐
」
章
や
「
叛
徒
」
章
、「
内
乱
」
章
に
組
み
込
む
よ
う
に
な

る
﹇
中
田 

二
〇
二
〇
：
一
九
五
─
二
〇
一
﹈。
こ
の
こ
と
は
、「
服
従
が
義
務
付
け
ら
れ
反
乱
を
禁
じ
ら
れ
る
存
在
と
し
て
の
カ
リ
フ
の
正
当

性
を
弁
ず
る
機
能
を
果
た
し
」、「
力
に
よ
る
支
配
を
、
カ
リ
フ
位
締
結
形
式
の
一
つ
と
し
て
認
め
る
こ
と
に
な
っ
た
」﹇
中
田 

二
〇
二

〇
：
二
〇
二
﹈。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
マ
ー
ワ
ル
デ
ィ
ー
よ
り
二
世
紀
ほ
ど
の
ち
に
生
き
た
ナ
ワ
ウ
ィ
ー
（Ya ḥyā ibn Sharaf al-N

aw
aw

ī

）

は
、
そ
の
著
書
『
学
生
の
道
（M

inhāj al- Ṭālibīn

）』
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。



法学政治学論究　第137号（2023.6）

312

　
〔
カ
リ
フ
位
は
〕
カ
リ
フ
の
資
格
条
件
を
満
た
す
者
が
自
ら
覇
権
を
握
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
締
結
さ
れ
る
。
よ
り
正
確
に
は
、
そ
の
者
が
邪
悪
で
あ

る
、
あ
る
い
は
イ
ス
ラ
ー
ム
的
教
養
に
欠
け
る
場
合
も
同
じ
く
締
結
さ
れ
る
の
で
あ
る
。﹇
中
田 

二
〇
二
〇
：
四
四
八
﹈

　

こ
の
記
述
か
ら
は
、
カ
リ
フ
論
が
体
制
護
持
の
様
相
を
明
白
に
見
せ
て
お
り
、
も
は
や
カ
リ
フ
の
地
位
は
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
施
行
に
基

礎
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

他
方
で
、
解
放
党
は
カ
リ
フ
の
地
位
を
明
確
に
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
施
行
に
根
拠
づ
け
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
は
明
白

に
カ
リ
フ
の
上
位
に
位
置
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
「
主
権
は
ウ
ン
マ
で
は
な
く
聖
法
に
属
す
る
」
と
の
基
本
原
則
が
明
瞭
に
示
し
て
い

る
が
、
或
い
は
、
こ
れ
は
古
典
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
か
ら
の
逸
脱
と
も
捉
え
得
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
彼
ら
は
カ
リ
フ
の
地
位
と
イ
ス

ラ
ー
ム
法
の
施
行
を
め
ぐ
っ
て
古
典
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
か
ら
逸
脱
し
た
の
か
。

　

こ
の
背
景
は
、
直
接
的
に
は
、
現
代
と
い
う
時
代
性
に
見
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
は
近
代
に
「
西
洋
の
衝
撃
」

を
経
験
し
た
が
、
西
洋
法
の
流
入
は
、
国
家
が
イ
ス
ラ
ー
ム
法
を
施
行
し
て
い
る
と
い
う
前
提
自
体
を
脆
く
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で

再
び
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
政
治
理
論
が
「
現
実
の
体
制
を
認
証
す
る
よ
り
も
、「
あ
る
べ
き
体
制
」
を
論
じ
る
も
の
に
な
っ
た
」﹇
小
杉 

二
〇

〇
六
：
五
四
﹈
が
、
こ
の
状
況
は
現
代
ま
で
続
い
て
い
る
。
し
か
し
、
解
放
党
の
政
治
思
想
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
む
し
ろ
、
こ

の
背
景
を
イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
ー
ヤ
（Taqī al-D

īn A
ḥm

ad ibn Taym
īya

）
に
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
タ
イ
ミ
ー
ヤ
は
、
現
代
の
多
く
の

イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
者
（
と
り
わ
け
、
ジ
ハ
ー
ド
主
義
者
）
の
思
想
的
源
泉
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
タ
イ
ミ
ー
ヤ
を
参
照
軸
と
し
て
解
放
党
の

思
想
を
追
う
こ
と
は
、
現
代
の
イ
ス
ラ
ー
ム
政
治
思
想
に
お
け
る
彼
ら
の
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
に
有
効
だ
か
ら
で
あ
）
17
（

る
。

　

先
述
の
と
お
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
に
お
け
る
カ
リ
フ
論
は
「
叛
徒
討
伐
」
章
や
「
叛
徒
」
章
等
に
組
み
込
ま
れ
、
カ
リ
フ
へ
の
叛
乱

は
禁
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
下
で
、
イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
ー
ヤ
は
、
カ
リ
フ
へ
の
反
抗
は
禁
じ
ら
れ
た
「
叛
乱
」
で
あ

る
と
す
る
考
え
を
批
判
し
、「
イ
マ
ー
ム
と
い
う
人
格
へ
の
反
抗
で
は
な
く
、
シ
ャ
リ
ー
ア
か
ら
の
逸
脱
こ
そ
ム
ス
リ
ム
が
戦
わ
ね
ば
な
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ら
ぬ
対
象
で
あ
る
」﹇
中
田 

二
〇
二
〇
：
二
一
四
﹈
と
論
じ
た
﹇
中
田 

二
〇
二
〇
：
二
一
一
─
二
一
五
﹈。
こ
の
立
場
は
、
タ
タ
ー
ル
に
対
す
る

ジ
ハ
ー
ド
を
説
く
フ
ァ
ト
ワ
ー
に
も
通
底
）
18
（

し
、「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
シ
ャ
リ
ー
ア
の
う
ち
で
、
不
特
定
多
数
が
伝
え
る
周
知
の
明
白
な
規
定

の
遵
守
か
ら
離
れ
る
集
団
に
対
し
て
は
す
べ
て
、〔
…
〕
た
と
え
彼
ら
が
信
仰
告
白
を
行
い
そ
の
シ
ャ
リ
ー
ア
の
一
部
を
実
践
し
て
い
よ

う
と
も
、
そ
の
シ
ャ
リ
ー
ア
の
総
体
を
遵
守
す
る
よ
う
に
な
る
ま
で
戦
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
る
に
至
る
﹇
イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
ー

ヤ 

二
〇
一
七
：
二
〇
六
﹈。
こ
の
こ
と
か
ら
、
カ
リ
フ
の
地
位
を
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
施
行
に
根
拠
づ
け
る
解
放
党
は
、
イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
ー

ヤ
の
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
）
19
（
う
。

　

た
だ
し
、
解
放
党
の
思
想
に
お
け
る
カ
リ
フ
と
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
関
係
は
、
彼
ら
が
構
想
す
る
カ
リ
フ
に
関
す
る
具
体
的
な
規
定
を
見

る
こ
と
で
よ
り
明
確
に
な
る
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、「
カ
リ
フ
制
国
家
」
の
具
体
的
な
構
想
を
示
す
も
の
と
し
て
「
憲
法
草
案
」
を
取
り

上
げ
、
そ
の
規
定
の
分
析
を
通
し
て
議
論
を
展
開
し
た
い
。

五　
「
カ
リ
フ
制
国
家
」
の
諸
規
定

㈠　

解
放
党
の
「
憲
法
草
案
」
の
特
徴

　

本
章
で
は
、
解
放
党
が
構
想
す
る
「
カ
リ
フ
制
国
家
」
の
諸
規
定
を
具
体
的
に
取
り
上
げ
る
。
そ
の
「
憲
法
草
案
」
に
は
、
次
の
特
徴

を
指
摘
で
き
る
。

　

第
一
に
、「
憲
法
草
案
」
の
規
定
は
網
羅
的
で
あ
る
。
表
１
は
、「
憲
法
草
案
」
の
構
成
と
し
て
、
大
項
目
の
見
出
し
と
該
当
す
る
条
番

号
を
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
憲
法
草
案
」
は
カ
リ
フ
の
み
な
ら
ず
、
知
事
や
軍
隊
、
司
法
、
諸

政
策
等
の
基
本
原
理
を
そ
の
規
定
に
含
ん
で
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
解
放
党
は
具
体
的
か
つ
実
体
的
な
国
家
を
構
想
し
て
い
る
と
い
え
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表１　解放党「憲法草案」の構成

大項目※ 1 見出し アラビア語見出し（転写） 条

1 一般規定 aḥkām ‘āmma 1-15

2 統治制度 niẓām al-ḥukm 16-23

3 カリフ al-khalīfa 24-41

4 補佐 al-mu‘āwinūn※ 2 42-48

5 執行（大臣）補佐 mu‘āwin （wazīr） al-tanfīdh※ 3 49-51

6 知事 al-wulāt 52-60

7 ジハードの司令官：戦争省―
軍隊

amīr al-jihād: dā’ira al-ḥarbīya 
‒ al-jaysh 61-69

8 国内治安 al-amn al-dākhilī 70-72

9 外務省 dā’ira al-khārijīya 73

10 工業省 dā’ira al-ṣinā‘a 74

11 司法 al-qaḍā’ 75-95

12 行政機構 al-jihāz al-idārī 96-101

13 国庫 bayt al-māl 102

14 メディア al-i‘lām 103-104

15 ウンマ議会（シューラー及び
査問）

majlis al-umma （al-shūrā wa 
al-muḥāsaba） 105-111

16 社会制度 al-niẓām al-ijtimā‘ī 112-122

17 経済制度 al-niẓām al-iqtiṣādī 123-169

18 教育政策 siyāsa al-ta‘līm 170-180

19 外交政策 al-siyāsa al-khārijīya 181-191

※ 1　大項目の番号は、筆者が付したものである。
※ 2　  英語版におけるアラビア語転写では、mu‘āwin al-tafwīḍ（委任補佐）となっている（以下、

アラビア語の転写方式は、本稿での転写方式に統一した）。
※ 3　英語版におけるアラビア語転写では、mu‘āwin al-tanfīdh（執行補佐）となっている。
（出所）解放党の「憲法草案」をもとに筆者作成。
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表２　『統治の諸規則』と解放党「憲法草案」の対応関係

『統治の諸規則』 対応・関連する「憲法草案」の項目

章 見出し 見出し 大項目※ 1

1 イマーム制の締約 カリフ 3

2 ワズィールの任命 補佐
執行（大臣）補佐

4
5

3 地方のアミールの任命 知事 6

4 ジハード（聖戦）の司令官の任命 ジハードの司令官：戦争省―
軍隊 7

5 公共の安寧のための戦争の司令官 国内治安 8

6 司法 司法 11

7 不正の監督 司法 11

8 高貴な血統の人たちにたいするナ
キーブ制度 - -

9 礼拝のイマームの任務 - -

10 巡礼の引率 - -

11 サダカの管理 経済制度 17

12 ファイとガニーマの分配 経済制度 17

13 ジズヤとハラージュの課税 経済制度 17

14 地域によって異なる規則 - -

15 不毛地の開墾と水の開掘 経済制度 17

16 保留地と［土地や場所の］一時使用権 経済制度 17

17 イクターの諸規則 - -

18 ディーワーン（官庁）の設置と規則 国庫
経済制度

13
17

19 犯罪についての諸規則 国内治安 8

20 ヒスバの諸規則 司法 11

※１　大項目の番号は、筆者が付したものである。
（出所）アル = マーワルディー［2006］及び解放党の「憲法草案」をもとに筆者作成。
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る
で
あ
ろ
う
。

　

第
二
に
、「
憲
法
草
案
」
は
現
代
的
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
解
放
党
の
思
想
を
イ
ス
ラ
ー
ム
政
治
思
想
の
文
脈
に
定
位
し
て
き

た
が
、
そ
の
多
く
は
、
標
準
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
や
古
典
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
政
治
理
論
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
例
外
的

に
、
イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
ー
ヤ
と
の
思
想
的
接
続
か
ら
は
ス
ン
ナ
派
に
主
流
で
あ
っ
た
体
制
を
護
持
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
の
距
離
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
た
が
、
タ
イ
ミ
ー
ヤ
自
身
が
生
き
た
時
代
を
踏
ま
え
て
も
、
そ
れ
自
体
が
現
代
的
と
は
い
え
な
い
。

　

し
か
し
、
解
放
党
の
「
憲
法
草
案
」
は
現
代
性
を
有
し
て
い
る
。
表
２
は
、「
ス
ン
ナ
派
政
治
思
想
の
古
典
と
し
て
名
高
い
」﹇
飯

塚 

二
〇
〇
八
：
一
四
﹈
と
さ
れ
る
マ
ー
ワ
ル
デ
ィ
ー
の
『
統
治
の
諸
規
則
』
の
構
成
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
解
放
党
の
「
憲
法
草
案
」
の

項
目
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
こ
れ
ら
の
対
応
関
係
は
形
式
的
な
も
の
で
あ
る
）
20
（
が
、
両
者
の
項
目
を
見
る
と
、「
憲
法
草

案
」
の
前
半
の
官
位
に
は
類
似
が
見
ら
れ
な
が
ら
、
後
半
の
省
や
議
会
、
教
育
政
策
な
ど
は
『
統
治
の
諸
規
則
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。
む

し
ろ
、
こ
れ
ら
は
そ
の
概
念
自
体
、
現
代
的
と
い
え
る
も
の
で
あ
）
21
（
る
。

　

以
下
で
は
特
に
、
国
家
論
の
総
論
と
し
て
「
憲
法
草
案
」
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
る
「
一
般
規
定
」
と
「
統
治
制
度
」
を
、
ま
た
、
支
配

制
度
と
し
て
カ
リ
フ
の
規
定
を
瞥
見
す
る
。
と
り
わ
け
後
者
に
つ
い
て
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
と
カ
リ
フ
、「
カ
リ
フ
制
国
家
」
の
三
者
の

関
係
性
に
注
目
し
、
そ
の
役
割
や
任
免
の
制
度
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
で
、
そ
の
国
家
論
の
根
幹
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

㈡　

国
家
論
総
論

─
一
般
規
定
と
統
治
制
度

　
「
憲
法
草
案
」
に
お
い
て
、
国
家
論
の
総
論
は
「
一
般
規
定
」
と
「
統
治
制
度
」
の
項
に
示
さ
れ
る
。
以
下
に
主
要
な
条
文
を
見
て
い

こ
う
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
の
信
仰
は
国
家
の
基
礎
を
な
す
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
の
存
在
や
国
家
機
構
、
会
計
、
そ
の
他
国
家
と
関
係
の
あ
る
す
べ
て
の
も
の
に
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お
い
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
信
仰
が
そ
の
基
礎
と
な
ら
な
い
も
の
は
、
何
も
の
も
存
在
し
て
は
な
ら
な
い
。
同
時
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
信
仰
は
憲
法
と

シ
ャ
リ
ー
ア
の
諸
法
律
の
基
礎
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
信
仰
か
ら
生
じ
る
も
の
以
外
に
は
、
そ
れ
ら
二
つ
に
関
連
す
る
も
の
の
存
在
は

認
め
ら
れ
な
い
。（
第
一
条
）

　

カ
リ
フ
は
特
定
の
シ
ャ
リ
ー
ア
の
諸
規
則
（a ḥkām

 shar‘īya m
u‘ayyana

）
を
採
用
し
、
憲
法
と
諸
法
律
と
し
て
制
定
す
る
。
シ
ャ
リ
ー
ア
の
規

則
が
採
用
さ
れ
れ
ば
、
こ
の
規
則
が
、
施
行
が
義
務
で
あ
る
唯
一
の
シ
ャ
リ
ー
ア
の
規
則
と
な
り
、
そ
の
と
き
す
べ
て
の
市
民
が
公
私
と
も
に
従
う
こ

と
が
義
務
で
あ
る
有
効
な
法
律
と
な
る
。（
第
三
条
）

　

ク
ル
ア
ー
ン
（al-kitāb

）、
ス
ン
ナ
、
教
友
の
イ
ジ
ュ
マ
ー
、
キ
ヤ
ー
ス
は
、
シ
ャ
リ
ー
ア
の
諸
規
則
の
た
め
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
唯
一
の
法
源

（adilla

）
で
あ
る
。
立
法
は
、
こ
れ
ら
の
法
源
以
外
に
は
い
か
な
る
も
の
に
も
基
づ
く
こ
と
は
で
き
な
）
22
（

い
。（
第
一
二
条
）

　

以
上
の
条
文
か
ら
は
、
解
放
党
が
構
想
す
る
「
カ
リ
フ
制
国
家
」
が
イ
ス
ラ
ー
ム
の
信
仰
に
基
づ
く
こ
と
と
、
そ
の
国
家
が
「
法
」
に

支
配
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

　

と
り
わ
け
興
味
深
い
の
は
、
後
者
で
あ
る
。「
カ
リ
フ
制
国
家
」
は
「
法
」
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
国
家
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
法
」

の
語
に
は
二
重
の
意
味
が
あ
る
。
例
え
ば
、
第
三
条
に
は
「
シ
ャ
リ
ー
ア
の
諸
規
則
」
と
「
憲
法
と
諸
法
律
」
と
い
う
二
つ
の
類
型
の

「
法
」
が
登
場
し
て
い
る
。
こ
こ
で
「
シ
ャ
リ
ー
ア
の
諸
規
則
」
と
さ
れ
て
い
る
の
は
シ
ャ
リ
ー
ア
そ
の
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、

ク
ル
ア
ー
ン
と
ス
ン
ナ
に
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
で
、「
憲
法
と
諸
法
律
」
と
は
、
シ
ャ
リ
ー
ア
の
解
釈
に
よ
っ
て
演
繹
さ
れ
る

法
規
定
（
フ
ィ
ク
フ
、fiqh

）
の
こ
と
で
あ
る
。
国
家
が
「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
信
仰
」
に
基
づ
く
以
上
、
一
切
の
諸
事
が
シ
ャ
リ
ー
ア
に
制
限

さ
れ
る
こ
と
は
当
然
と
し
て
も
、
解
放
党
の
国
家
構
想
で
は
、
そ
の
「
理
解
」（
即
ち
、
フ
ィ
ク
フ
）
を
「
憲
法
と
諸
法
律
」
と
い
う
形
で

具
体
化
し
法
制
化
す
る
こ
と
で
、
近
代
的
な
制
度
と
の
融
合
を
図
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
法
」
の
施
行
を
国
家
の
基
礎
と
す
る

解
放
党
は
、
そ
れ
を
二
重
の
意
味
で
提
示
し
、
最
終
的
に
は
具
体
化
す
る
こ
と
で
、
そ
の
施
行
を
制
度
化
し
て
い
る
と
い
え
る
。
或
い
は
、
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こ
れ
は
、「
主
権
は
ウ
ン
マ
で
は
な
く
聖
法
に
属
す
る
」
と
し
た
「
カ
リ
フ
制
国
家
」
の
第
一
の
基
本
原
則
を
担
保
す
る
も
の
で
あ
る
と

も
い
え
る
で
あ
ろ
）
23
（

う
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
の
構
成
要
素
に
関
す
る
規
定
も
存
在
す
る
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
〔
国
家
〕
の
市
民
権
（tābi‘īya

）
を
も
つ
す
べ
て
の
人
は
、
シ
ャ
リ
ー
ア
の
権
利
を
享
受
し
、
義
務
を
負
う
。（
第
五
条
）

　

国
家
は
、
統
治
、
司
法
、
諸
事
の
処
理
（ri‘āya al-shu

’ūn

）
な
ど
の
観
点
に
お
い
て
、
市
民
の
間
で
差
別
〔
を
す
る
こ
と
〕
は
許
さ
れ
な
い
。
す

べ
て
〔
の
市
民
〕
は
、
人
種
、
宗
教
、〔
肌
の
〕
色
そ
の
他
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
等
に
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
第
六
条
）

　

国
家
は
、
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
か
非
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ス
ラ
ー
ム
〔
国
家
〕
の
市
民
権
を
も
つ
す
べ
て
の
人
に
、
以
下
の
よ
う

に
イ
ス
ラ
ー
ム
の
聖
法
を
適
用
す
る
。

⒜
─
す
）
24
（

べ
て
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
諸
規
則
は
、
い
か
な
る
例
外
も
な
く
ム
ス
リ
ム
に
適
用
さ
れ
る
。

⒝
─
非
ム
ス
リ
ム
に
は
、
一
般
的
な
制
度
（al-ni ẓām

 al-‘ām
m

）
の
〔
範
囲
〕
内
で
、〔
自
ら
〕
の
信
仰
と
礼
拝
が
認
め
ら
れ
る
。

〔
…
〕

⒟
─ 

非
ム
ス
リ
ム
は
食
事
と
衣
服
に
つ
い
て
、
シ
ャ
リ
ー
ア
の
諸
規
則
が
認
め
る
〔
範
囲
〕
内
で
、
彼
ら
の
宗
教
（adyān

）
に
従
っ
て
扱
わ
れ
る
。

⒠
─ 

非
ム
ス
リ
ム
間
の
結
婚
や
離
婚
は
、
彼
ら
の
宗
教
に
従
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
ま
た
、
彼
ら
と
ム
ス
リ
ム
の
間
〔
の
結
婚
や
離
婚
〕
は
、
イ
ス

ラ
ー
ム
の
諸
規
則
に
従
っ
て
判
断
さ
れ
る
。

⒡
─
国
家
は
、
シ
ャ
リ
ー
ア
の
諸
規
則
の
〔
う
ち
上
記
の
〕
残
り
〔
の
領
域
〕
と
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
シ
ャ
リ
ー
ア
の
事
柄
の
残
り
〔
の
領
域
〕、
例
え

ば
、
取
引
、
刑
罰
、〔
裁
判
に
お
け
る
〕
証
拠
、
統
治
制
度
、
経
済
そ
の
他
を
、
す
べ
て
〔
の
人
〕
に
適
用
す
る
。
そ
れ
は
、
ム
ス
リ
ム
に
対
し
て
も

非
ム
ス
リ
ム
に
対
し
て
も
等
し
く
適
用
さ
れ
る
。
同
様
に
、
契
約
を
結
ん
だ
人
々
や
安
全
保
障
保
有
一
時
滞
在
者
（m

usta

’min

）、
イ
ス
ラ
ー
ム
の

権
威
（sul ṭān al-Islām

）
の
も
と
に
あ
る
人
す
べ
て
に
対
し
て
、
市
民
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
の
と
同
様
に
適
用
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
大
使
や
使
節
、

そ
れ
に
相
当
す
る
人
は
、
外
交
特
権
を
有
し
て
い
れ
ば
除
外
さ
れ
る
。（
第
七
条
）
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以
上
の
よ
う
に
、「
カ
リ
フ
制
国
家
」
に
は
非
ム
ス
リ
ム
の
存
在
も
想
定
さ
れ
、
彼
ら
も
含
め
た
「
イ
ス
ラ
ー
ム
〔
国
家
〕
の
市
民
権

を
も
つ
」
者
は
す
べ
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
規
定
に
服
す
る
と
さ
れ
る
。
部
分
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
非
ム
ス
リ
ム
の
自
治
も
、
あ
く
ま

で
も
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
規
定
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
優
位
性
に
は
疑
い
が

な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、（
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
下
で
あ
れ
）
非
ム
ス
リ
ム
の
存
在
が
あ
る
程
度
積
極
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
重

要
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
自
体
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
思
想
と
し
て
特
異
な
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
は
庇
護
民
に
つ

い
て
の
規
定
が
存
在
す
る
﹇
中
田 
二
〇
〇
三
：
一
六
四
─
二
五
一
﹈。
ワ
フ
バ
・
ズ
ハ
イ
リ
ー
（W

ahba al-Zu ḥaylī

）
は
、
そ
の
著
書
『
イ
ス

ラ
ー
ム
法
学
と
そ
の
典
拠
（A

l-Fiqh al-Islām
ī wa A

dillatuhu

）』
の
中
で
、
フ
ィ
ク
フ
学
者
の
用
語
と
し
て
の
庇
護
契
約
（dhim

m
a

）
を
、

「
彼
ら
（
庇
護
民
の
）
貢
租
の
支
払
い
と
服
従
を
条
件
と
す
る
、
我
々
の
居
住
地
（「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
家
」）
内
の
不
信
仰
者
（
の
居
住
）
の
承

認
、
彼
ら
の
庇
護
、
そ
の
防
衛
の
遵
守
で
あ
る
」
と
表
現
し
て
い
る
が
﹇
中
田 

二
〇
〇
三
：
二
三
八
﹈、
こ
の
中
で
非
ム
ス
リ
ム
は
、
貢
租

の
支
払
い
と
（
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
対
す
る
も
の
も
含
め
た
）
服
従
を
条
件
と
し
な
が
ら
、
積
極
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。

　

む
し
ろ
、
こ
の
規
定
の
重
要
性
は
現
代
と
い
う
時
代
性
に
あ
る
。
即
ち
、
現
代
に
活
動
す
る
解
放
党
が
こ
う
し
た
規
定
を
構
想
し
た
こ

と
に
こ
そ
、
思
想
的
な
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

思
想
的
な
意
義
と
は
、
第
一
に
、
現
代
国
家
と
し
て
あ
る
べ
き
姿
と
イ
ス
ラ
ー
ム
（
法
）
が
治
め
る
国
家
と
し
て
の
理
想
の
融
合
を
、

具
体
的
に
試
み
た
こ
と
に
あ
る
。
先
述
の
と
お
り
、
こ
れ
ら
の
規
定
か
ら
は
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
優
位
性
が
窺
え
る
。
し
か
し
同
時
に
、
市

民
の
間
の
平
等
原
則
も
ま
た
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
第
六
条
は
「
す
べ
て
〔
の
市
民
〕
は
、
人
種
、
宗
教
、〔
肌
の
〕
色
そ
の
他

に
か
か
わ
ら
ず
、
平
等
に
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、「
宗
教
」
に
よ
る
差
別
も
禁
じ
て
い
る
。
あ
る
種
の
「
矛
盾
」
と
も
い
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え
る
こ
れ
ら
の
書
き
振
り
か
ら
は
、
現
代
国
家
が
求
め
る
べ
き
平
等
と
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
に
不
可
欠
な
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
優
位
性
の
間
の

妥
協
的
姿
勢
が
垣
間
見
え
る
。

　

第
二
の
意
義
は
、
宗
教
を
基
盤
と
す
る
国
家
の
あ
り
方
を
現
代
的
な
形
で
提
示
し
た
こ
と
に
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
解
放
党
は
既
存

の
国
民
国
家
体
制
を
否
定
し
て
い
る
が
、
現
実
に
、
現
代
世
界
の
ほ
と
ん
ど
は
国
民
国
家
に
よ
っ
て
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
「
国
民
国
家
体
制
」
と
い
う
も
の
は
、
前
近
代
ま
で
存
在
し
て
い
た
イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
統
治
と
の
相
性
が
悪
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

オ
ス
マ
ン
帝
国
に
つ
い
て
論
じ
た
鈴
木
に
よ
れ
ば
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
は
「
民
族
・
言
語
・
宗
教
・
宗
派
の
多
様
性
を
許
容
し
つ
つ
、

多
種
多
様
な
人
々
を
一
つ
の
政
治
社
会
に
統
合
し
共
存
を
可
能
と
す
る
シ
ス
テ
ム
」
が
存
在
し
て
い
た
が
﹇
鈴
木 

二
〇
〇
七
：
ⅵ
﹈、「「
イ

ス
ラ
ム
的
寛
容
」
の
下
に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
と
非
ム
ス
リ
ム
の
共
存
は
、
少
な
く
と
も
前
近
代
に
お
い
て
は
、
ム
ス
リ
ム
優
位
の
下
に
お

け
る
不
平
等
の
下
の
共
存
を
意
味
し
て
い
た
」﹇
鈴
木 

二
〇
〇
七
：
六
﹈。
そ
れ
ゆ
え
に
、「
近
代
西
欧
で
生
じ
た
平
等
に
基
づ
く
ネ
ー
シ
ョ

ン
・
ス
テ
イ
ト
」﹇
鈴
木 

二
〇
〇
七
：
ⅶ
﹈
と
は
相
容
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
西
洋
の
衝
撃
」
を
契
機
と
し
て
、
非
ム

ス
リ
ム
が
「
不
平
等
の
下
の
共
存
」
か
ら
脱
し
、
新
た
に
「
平
等
」
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
と
も
符
合
す
る
﹇
鈴

木 

二
〇
〇
七
﹈。

　

し
た
が
っ
て
、
現
代
の
文
脈
で
は
特
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
に
お
け
る
非
ム
ス
リ
ム
の
地
位
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
議
論

は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
が
い
か
な
る
形
で
優
位
性
を
有
す
る
か
に
移
る
。

　

こ
こ
で
改
め
て
「
憲
法
草
案
」
第
七
条
を
見
て
み
る
と
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
は
ま
ず
、
ム
ス
リ
ム
に
対
し
て
は
完
全
な
形
で
適
用
さ
れ
る

（
ａ
）。
他
方
で
、
非
ム
ス
リ
ム
に
は
、
①
「
一
般
的
な
制
度
の
〔
範
囲
〕
内
」
と
い
う
条
件
は
あ
り
な
が
ら
も
、
自
ら
の
信
仰
や
礼
拝
が

認
め
ら
れ
る
（
ｂ
）。
ま
た
、
②
同
様
に
「
シ
ャ
リ
ー
ア
の
諸
規
則
が
認
め
る
〔
範
囲
〕
内
」
と
い
う
条
件
は
あ
り
な
が
ら
も
、
食
事
と
衣

服
に
関
す
る
自
由
も
認
め
ら
れ
る
（
ｄ
）。
さ
ら
に
、
③
非
ム
ス
リ
ム
間
で
の
結
婚
や
離
婚
も
、
自
ら
の
宗
教
の
規
定
に
従
う
こ
と
が
で

き
る
（
ｅ
）。
そ
れ
ゆ
え
、
④
専
ら

0

0

イ
ス
ラ
ー
ム
法
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
取
引
や
刑
罰
、
証
拠
、
統
治
制
度
、
経
済
制
度
と
い
っ
た
、
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公
法
的
側
面
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
ｆ
）。
無
論
、「
一
般
的
な
制
度
の
範
囲
」
や
「
シ
ャ
リ
ー
ア
の
諸
規
則
が
認
め
る
範
囲
」
が
具

体
的
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
非
ム
ス
リ
ム
の
権
利
に
つ
い
て
確
定
的
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
或
い
は
、
解
放
党
の
「
憲
法

草
案
」
が
草
案
に
と
ど
ま
っ
た
ま
ま
で
は
、
そ
れ
を
動
態
的
に
解
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　

さ
は
さ
り
な
が
ら
、
非
ム
ス
リ
ム
に
対
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
適
用
が
（
少
な
く
と
も
条
文
上
）
公
法
的
側
面
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
は
、
現
代
国
家
と
し
て
も
正
当
化
の
余
地
が
あ
る
。
そ
れ
は
信
教
の
自
由
の
要
請
に
も
一
定
程
度
適
う
も
の
で
あ
る
）
25
（
し
、
現
実
的
に

も
元
来
、
法
律
（
或
い
は
、
政
治
制
度
）
と
は
、
い
ず
れ
の
国
に
お
い
て
も
、
そ
の
国
の
歴
史
的
・
文
化
的
特
質
が
反
映
さ
れ
る
も
の
だ

か
ら
で
あ
）
26
（

る
。
換
言
す
れ
ば
、
信
教
の
自
由
が
一
定
程
度
保
障
さ
れ
る
以
上
（
或
い
は
、
実
態
的
な
運
用
に
お
い
て
も
保
障
さ
れ
る
な
ら
ば
）、

そ
の
国
家
の
公
法
が
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
自
体
の
問
題
性
は
大
き
い
と
は
い
え
な
）
27
（
い
。
こ
の
意
味
で
解
放
党
は
、
現
代
的

な
文
脈
に
お
い
て
宗
教
を
基
盤
と
す
る
国
家
の
あ
り
方
を
提
示
し
た
点
で
、
思
想
的
な
意
義
を
有
す
る
。
同
時
に
こ
れ
は
、
国
家
の
基
盤

が
専
ら
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
に
求
め
ら
れ
る
現
代
に
お
い
て
、「
ネ
イ
シ
ョ
ン
か
ら
宗
教
へ
」
と
移
行
す
る
枠
組
み
を
示
し
、
前
近
代
の
イ

ス
ラ
ー
ム
世
界
に
お
け
る
「
イ
ス
ラ
ム
的
共
存
」
を
現
代
に
お
い
て
模
索
し
た
も
の
と
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
上
で
、
表
１
に
示
し
た
よ
う
に
、「
憲
法
草
案
」
は
具
体
的
な
機
関
や
役
職
を
も
詳
細
に
規
定
す
る
こ
と
で
、
現
代
世
界
に
お
い

て
も
通
用
し
得
る
「
カ
リ
フ
制
国
家
」
像
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
ら
の
「
カ
リ
フ
制
国
家
」
構
想
は
、
極
め
て

具
体
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

㈢　

国
家
の
支
配
制
度

─
イ
ス
ラ
ー
ム
法
と
カ
リ
フ

　

最
後
に
、
解
放
党
の
「
カ
リ
フ
制
国
家
」
構
想
に
つ
い
て
、
そ
の
支
配
制
度
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。
と
り
わ
け
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
と

の
位
置
関
係
を
解
明
す
る
た
め
、
カ
リ
フ
の
役
割
や
任
免
の
制
度
に
注
目
す
る
。
こ
の
検
討
を
通
し
て
、「
カ
リ
フ
制
国
家
」
が
イ
ス

ラ
ー
ム
法
に
厳
密
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
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1　

カ
リ
フ
の
役
割

　

さ
て
、「
憲
法
草
案
」
に
お
い
て
カ
リ
フ
の
役
割
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　

カ
リ
フ
は
、
権
力
と
聖
法
の
施
行
に
お
い
て
ウ
ン
マ
を
代
表
す
る
。（
第
二
四
条
）

　

カ
リ
フ
は
、
以
下
の
権
限
（ṣalā ḥīya

）
を
有
す
る
。

　

⒜
─ 

カ
リ
フ
は
、
ウ
ン
マ
の
諸
事
の
処
理
に
必
要
で
あ
る
、
ア
ッ
ラ
ー
の
書
と
そ
の
使
徒
の
ス
ン
ナ
か
ら
の
正
し
い
イ
ジ
ュ
テ
ィ
ハ
ー
ド
に
よ
っ

て
演
繹
さ
れ
た
シ
ャ
リ
ー
ア
の
諸
規
則
を
法
制
化
す
る
。
そ
れ
は
、
服
従
が
義
務
で
あ
り
違
反
が
許
さ
れ
な
い
諸
法
律
（qaw

ānīn

）
と
な
る
。（
第

三
六
条
）

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
カ
リ
フ
は
ウ
ン
マ
を
代
表
し
イ
ス
ラ
ー
ム
法
を
施
行
す
る
。
い
わ
ば
、
そ
れ
は
イ
ス
ラ
ー
ム
法
を
施
行
す
る
「
カ
リ

フ
制
国
家
」
の
主
軸
で
あ
る
。
同
時
に
カ
リ
フ
は
、
シ
ャ
リ
ー
ア
か
ら
の
法
規
定
（
フ
ィ
ク
フ
）
の
演
繹
と
そ
の
法
制
化
の
役
割
も
担
っ

て
い
る
。

　

た
だ
し
「
憲
法
草
案
」
に
規
定
さ
れ
る
カ
リ
フ
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
を
施
行
す
る
主
軸
で
あ
る
と
は
い
え
ど
も
、
独
裁
的
な
存
在
で
は

な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
以
下
の
点
か
ら
指
摘
で
き
る
。

　

第
一
に
カ
リ
フ
は
、
シ
ャ
リ
ー
ア
の
諸
規
則
を
法
制
化
す
る
役
割
を
担
う
も
の
の
、
そ
れ
は
「
シ
ャ
リ
ー
ア
の
法
源
か
ら
の
正
し
い
演

繹
」
に
限
定
さ
れ
る
。
第
三
七
条
は
、
以
下
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

　

カ
リ
フ
は
、
法
制
化
に
お
い
て
シ
ャ
リ
ー
ア
の
諸
規
則
に
拘
束
さ
れ
（m

uqayyad
）、
シ
ャ
リ
ー
ア
の
法
源
か
ら
正
し
く
演
繹
さ
れ
て
い
な
い
規
則

を
法
制
化
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
カ
リ
フ
は
、
法
制
化
し
た
諸
規
則
と
引
き
受
け
た
演
繹
方
法
に
拘
束
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
採
用
し
た
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方
法
と
矛
盾
す
る
方
法
に
よ
っ
て
演
繹
さ
れ
た
規
則
を
法
制
化
す
る
こ
と
や
、
法
制
化
さ
れ
た
諸
規
則
と
矛
盾
す
る
命
令
を
出
す
こ
と
は
認
め
ら
れ
な

い
。（
第
三
七
条
）

　

イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
解
釈
権
（
シ
ャ
リ
ー
ア
の
法
源
か
ら
の
演
繹
の
権
能
）
は
カ
リ
フ
に
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
解
釈
は
無
限
定
的
で
は
な

い
。
そ
の
意
味
で
イ
ス
ラ
ー
ム
法
は
依
然
、
優
位
な
地
位
に
あ
る
。

2　

カ
リ
フ
の
任
命
と
バ
イ
ア
論

　

第
二
に
、
少
な
く
と
も
条
文
上
、
カ
リ
フ
の
任
命
に
は
ム
ス
リ
ム
大
衆
の
合
意
と
選
択
（
即
ち
、
統
治
委
任
契
約
の
バ
イ
ア
）
が
必
要
と

さ
れ
、
国
民
の
意
志
が
介
在
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
カ
リ
フ
は
、
あ
る
程
度
民
主
的
な
方
法
で
任
命
さ
れ
る
と
い
え
る
。
具
体
的
に
は
、
以

下
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　

カ
リ
フ
位
（al-khilāfa

）
は
、
合
意
と
選
択
の
契
約
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
何
人
も
カ
リ
フ
位
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
ず
、
ま
た
、
何
人

も
カ
リ
フ
位
に
就
く
人
を
選
ぶ
こ
と
を
強
い
ら
れ
な
い
。（
第
二
五
条
）

　

ム
ス
リ
ム
が
任
命
し
た
場
合
を
除
い
て
は
、
い
か
な
る
者
も
カ
リ
フ
に
な
ら
な
い
。
ま
た
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
諸
契
約
（‘uqūd

）
の
う
ち
の

い
か
な
る
も
の
と
も
同
様
に
、
合
法
的
な
方
法
に
よ
っ
て
カ
リ
フ
位
の
契
約
（‘aqd

）
が
締
結
さ
れ
た
場
合
を
除
い
て
は
、
い
か
な
る
者
も
カ
リ
フ
位

の
正
統
性
（ṣalā ḥīyāt

）
を
有
さ
な
い
。（
第
二
八
条
）

　
〔
…
〕
人
々
の
バ
イ
ア
（m

ubāya‘a

）
に
よ
っ
て
一
人
〔
の
人
物
〕
に
カ
リ
フ
位
の
契
約
が
結
ば
れ
る
と
、
同
時
に
、
残
り
の
〔
人
々
の
〕
バ
イ
ア

は
服
従
バ
イ
ア
（bay‘a ṭā‘a

）
と
な
り
、
締
結
バ
イ
ア
（bay‘a in‘iqād

）
で
は
な
く
な
る
。〔
…
〕（
第
二
七
条
）
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ま
た
、
前
カ
リ
フ
の
死
亡
や
辞
任
、
罷
免
（
第
三
二
条
）

に
よ
る
新
カ
リ
フ
の
任
命
に
あ
た
っ
て
は
、
臨
時
指
導
者

（am
īr m

u

’aqqat

）
が
任
命
さ
れ
た
上
で
（
第
三
三
条
）、
新

た
に
バ
イ
ア
が
締
結
さ
れ
る
。
図
１
は
、「
憲
法
草
案
」
中

の
カ
リ
フ
の
選
出
規
定
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
カ
リ
フ
位
締
結
の
基
本
は
バ
イ
ア
に
あ

る
。
バ
イ
ア
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
即
ち
、
そ
れ
は

「
政
治
に
お
い
て
は
、
臣
従
の
誓
い
と
し
て
、
新
た
に
君
主

や
統
治
者
が
就
任
す
る
際
に
被
統
治
者
ま
た
は
そ
の
代
表

（
ウ
ラ
マ
ー
な
ど
）
と
の
間
で
行
う
。
理
論
上
は
、
バ
イ
ア
を

通
し
て
統
治
委
任
の
契
約
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ

〔
る
〕」﹇
小
杉 

二
〇
〇
二
﹈。
ま
た
、
ハ
ー
リ
デ
ィ
ー
は
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、
バ
イ
ア
と
は
「
国
家
元
首

を
任
命
す
る
方
法
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
合
意
と
選
択
に

よ
っ
て
ウ
ン
マ
か
ら
締
結
バ
イ
ア
（bay‘a al-in‘iqād

）
が
結

ば
れ
た
者
以
外
は
、
カ
リ
フ
位
に
就
任
し
な
い
。
つ
ま
り
、

バ
イ
ア
と
は
ウ
ン
マ
が
統
治
者
を
選
択
し
任
命
す
る
た
め
の

唯
一
の
合
法
的
な
方
法
な
の
で
あ
る
。」﹇al-Khālidī 1983: 

104

﹈。
或
い
は
、
そ
れ
は
「
カ
リ
フ
位
締
結
を
署
名
す
る

図１　解放党「憲法草案」のカリフ選出規定

臨時指導者の選出（第 33 条）

⬇
マザーリム裁判所によるカリフ位空位の公示（第 34 条 a）

⬇
マザーリム裁判所の決定による〔カリフ位〕締結の資格条件
（shurūṭ al-in‘iqād）を満たす候補者の申請の承認（第 34 条 c）

⬇
申請が承認された候補者について、

ウンマ議会（majlis al-umma）のムスリムの議員による
2 度の選出（1 度目は 6 人選出、2 度目は 2 人選出）（第 34 条 d）

⬇
ムスリムが 2 人の候補のうちのどちらか一方に投票（第 34 条 e）

⬇
より多く票を獲得した者にバイアを行う（第 34 条 g）

（出所）「憲法草案」をもとに筆者作成。
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（im
ḍā

’）
ウ
ン
マ
の
権
利
」﹇al-Khālidī 1983: 105

﹈
と
も
表
現
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
バ
イ
ア
は
カ
リ
フ
の
正
統
性
を
担
保
す
る
に
不

可
欠
な
就
任
手
続
き
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
バ
イ
ア
の
理
解
は
、
解
放
党
の
「
憲
法
草
案
」
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
く
、「
合
法
的
な
方
法
に
よ
っ
て
カ
リ
フ
位

の
契
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
を
除
い
て
は
、
い
か
な
る
者
も
カ
リ
フ
位
の
正
統
性
を
有
さ
な
い
」（
第
二
八
条
）。
こ
こ
で
「
合
法
的
な
方

法
」
と
い
う
の
が
、
バ
イ
ア
な
の
で
あ
る
。

　

一
般
に
政
治
学
で
は
、
例
え
ば
、
政
治
過
程
論
な
ど
に
お
い
て
し
ば
し
ば
選
挙
が
注
目
さ
れ
る
し
﹇
伊
藤
・
田
中
・
真
渕 

二
〇
〇
〇
：
一

〇
七
─
一
六
四
﹈、
法
学
に
お
い
て
も
、
法
学
的
規
範
と
し
て
の
選
挙
（
制
度
及
び
法
）
が
研
究
さ
れ
て
き
た
。
さ
す
れ
ば
、
イ
ス
ラ
ー
ム

に
お
け
る
「
政
治
過
程
」
の
主
要
な
一
側
面
で
あ
り
、
解
放
党
の
「
憲
法
草
案
」
と
い
う
法
学
的
規
範
に
も
内
包
さ
れ
る
「
バ
イ
ア
」
に

注
目
す
る
こ
と
も
ま
た
、「
代
表
」
を
選
出
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
一
形
態
を
考
察
す
る
こ
と
と
し
て
、
一
定
の
意
義
を
有
す
る
だ
ろ
う
。
そ

こ
で
以
下
で
は
、「
憲
法
草
案
」
に
規
定
さ
れ
る
「
バ
イ
ア
」
を
、
現
代
イ
ス
ラ
ー
ム
政
治
思
想
の
文
脈
に
定
位
し
な
が
ら
検
討
し
て
み

た
い
。

　

現
代
イ
ス
ラ
ー
ム
政
治
学
に
お
い
て
、
バ
イ
ア
は
次
の
よ
う
に
議
論
さ
れ
る
。
ま
ず
、
前
提
と
な
る
の
は
、
初
代
カ
リ
フ
で
あ
る
ア

ブ
ー
・
バ
ク
ル
（Abū Bakr al- Ṣiddīq

）
の
カ
リ
フ
位
就
任
の
出
来
事
で
あ
る
。
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
死
後
、「
サ
ー
イ
ダ
族
の
館
」
に

集
ま
っ
た
ア
ン
サ
ー
ル
と
ム
ハ
ー
ジ
ル
ー
ン
は
、
互
い
が
そ
れ
ぞ
れ
の
指
導
者
を
立
て
よ
う
と
分
裂
の
危
機
に
陥
っ
た
が
、
の
ち
の
第
二

代
カ
リ
フ
、
ウ
マ
ル
・
イ
ブ
ン
・
ハ
ッ
タ
ー
ブ
（‘U

m
ar ibn al-Kha ṭṭāb

）
が
ア
ブ
ー
・
バ
ク
ル
に
バ
イ
ア
を
す
る
と
、
次
い
で
ム
ハ
ー
ジ

ル
ー
ン
も
バ
イ
ア
を
し
、
さ
ら
に
ア
ン
サ
ー
ル
も
バ
イ
ア
を
し
た
﹇al-D

um
ayjī 1988: 145; 

中
田 

二
〇
二
〇
：
四
四
九
─
四
五
〇
﹈。
ま
た
翌

日
に
、「
ウ
マ
ル
は
、
モ
ス
ク
に
集
ま
っ
た
人
々
を
前
に
、
ミ
ン
バ
ル
（
説
教
壇
）
上
の
ア
ブ
ー
・
バ
ク
ル
に
バ
イ
ア
を
行
う
よ
う
に
呼

び
掛
け
、
人
々
は
ア
ブ
ー
・
バ
ク
ル
に
バ
イ
ア
を
し
た
」﹇
中
田 

二
〇
二
〇
：
四
五
〇
﹈。

　

こ
の
伝
承
に
基
づ
い
て
、
現
代
の
イ
ス
ラ
ー
ム
政
治
学
は
、
バ
イ
ア
を
「
締
結
バ
イ
ア
（bay‘a al-in‘iqād

）」
と
「
服
従
バ
イ
ア
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（bay‘a al- ṭā‘a

）」（
ま
た
は
「
一
般
バ
イ
ア
（bay‘a al-‘ām

m
a

）」）
に
区
分
す
る
﹇al-D

um
ayjī 1988: 220; 

中
田 

二
〇
二
〇
：
四
五
〇
─
四
五
一
﹈。

前
者
は
、
一
部
の

0

0

0

ム
ス
リ
ム
で
あ
る
「
解
き
結
ぶ
者
（ahl al- ḥall w

a al-‘aqd

）」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
カ
リ
フ
の
選
定
を
含
む
バ
イ
ア
で

あ
り
、
ア
ブ
ー
・
バ
ク
ル
の
事
例
で
は
、「
サ
ー
イ
ダ
族
の
館
」
で
行
わ
れ
た
ウ
マ
ル
や
ム
ハ
ー
ジ
ル
ー
ン
、
ア
ン
サ
ー
ル
に
よ
る
バ
イ

ア
を
指
す
。
他
方
で
後
者
は
、
ム
ス
リ
ム
大
衆
に
よ
る
バ
イ
ア
で
あ
り
、
そ
の
事
例
で
は
モ
ス
ク
に
お
け
る
人
々
の
バ
イ
ア
を
指
す
。

　

現
代
イ
ス
ラ
ー
ム
政
治
思
想
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
一
般
に
、
い
ず
れ
の
バ
イ
ア
に
よ
っ
て
カ
リ
フ
位
が
有
効
に
な
る
か
と
い

う
点
で
あ
る
﹇
中
田 
二
〇
二
〇
：
四
五
一
─
四
五
三
﹈。
前
近
代
の
ス
ン
ナ
派
古
典
法
学
に
お
い
て
は
、
ム
ス
リ
ム
大
衆
に
よ
る
「
服
従
バ

イ
ア
」
は
重
要
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
﹇
中
田 

二
〇
二
〇
：
四
五
一
﹈、
現
代
に
お
い
て
は
、
双
方
の
立
場
を
主
張
す
る
論
者
が
存
在
す

る
﹇
中
田 

二
〇
二
〇
：
四
五
一
─
四
五
三
﹈。
こ
の
背
後
に
は
、
西
洋
近
代
の
民
主
主
義
の
価
値
観
の
流
入
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
﹇
中
田 

二
〇

二
〇
：
四
五
一
﹈。
無
論
、「
服
従
バ
イ
ア
」
は
そ
の
主
体
が
ム
ス
リ
ム
大
衆
で
あ
る
た
め
に
、「
締
結
バ
イ
ア
」
よ
り
も
民
主
主
義
の
理
念

に
近
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

以
上
の
分
析
軸
を
解
放
党
の
「
憲
法
草
案
」
に
あ
て
は
め
て
み
る
と
、
興
味
深
い
結
果
が
得
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、
解
放
党
の
「
憲
法
草
案
」
は
た
し
か
に
、「
締
結
バ
イ
ア
」
と
「
服
従
バ
イ
ア
」
の
二
重
過
程
論
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の
こ

と
は
、
先
述
の
第
二
七
条
が
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
と
な
る
。

　

し
か
し
、「
憲
法
草
案
」
に
お
け
る
具
体
的
な
カ
リ
フ
の
選
出
規
定
（
第
三
四
条
、
図
１
）
に
つ
い
て
は
、
バ
イ
ア
二
重
過
程
論
を
そ
の

ま
ま
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

第
三
四
条
の
バ
イ
ア
二
重
過
程
論
へ
の
あ
て
は
め
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
ウ
ン
マ
議
会
の
ム
ス
リ
ム
の
議
員
を
、「
締
結
バ
イ
ア
」
の

主
体
で
あ
る
「
解
き
結
ぶ
者
」
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
際
の
規
定
で
は
、
議
員
の
選
出
に
よ
っ
て
は
カ
リ

フ
の
候
補
者
は
二
人
に
絞
り
込
ま
れ
る
の
み
で
あ
り
（
第
三
四
条
ｄ
）、
ゆ
え
に
「
バ
イ
ア
」
は
成
立
し
得
な
い
。
バ
イ
ア
は
当
然
、
一
人

に
対
し
て
の
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
議
員
に
よ
る
カ
リ
フ
の
候
補
者
の
選
出
は
、「
締
結
バ
イ
ア
」
で
も
「
服
従
バ
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イ
ア
」
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
他
方
で
、
ム
ス
リ
ム
に
よ
る
投
票
（
第
三
四
条
ｅ
）
と
そ
の
後
の
バ
イ
ア
（
第
三
四
条
ｇ
）
は
、
一
人
の

カ
リ
フ
（
候
補
）
を
選
出
す
る
点
と
、
カ
リ
フ
位
を
確
定
す
る
バ
イ
ア
が
存
在
す
る
点
で
は
、
構
造
上
は
バ
イ
ア
二
重
過
程
論
に
合
致
す

る
と
い
え
る
。
前
者
を
「
締
結
バ
イ
ア
」、
後
者
を
「
服
従
バ
イ
ア
」
と
み
な
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
バ
イ
ア
の
主
体
に
注
目

し
て
み
る
と
、
今
度
は
、
双
方
の
「
バ
イ
ア
」
が
ム
ス
リ
ム
大
衆
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
服
従
バ
イ
ア
」
の
対
象
を

確
定
す
る
た
め
に
「
解
き
結
ぶ
者

0

0

0

0

0

」
が
事
前
に
担
う

0

0

0

0

0

0

と
い
う
意
味
で
の
「
締
結
バ
イ
ア
」
は
、
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
注
目
し
た
い
の
は
、
解
放
党
の
「
憲
法
草
案
」
が
、
バ
イ
ア
二
重
過
程
論
の
図
式

を
提
示
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

0

0

0

0

0

（
第
二
七
条
）、
あ
え
て
そ
の
構
図
を
変
形
さ
せ
て
い
る
こ
と
と
、
カ
リ
フ
の
候
補
者
の
最
終
選
択

が
、
ム
ス
リ
ム
大
衆
の

0

0

0

0

0

0

0

「
投
票
」
に
よ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
解
放
党
の
バ
イ
ア
論
は
依
然
、
バ
イ
ア
二

重
過
程
論
の
構
図
を
基
軸
に
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
な
が
ら
、
実
際
は
、
そ
れ
を
一
部
に
改
変
さ
せ
た
中
で
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
憲
法
草
案
」
に
お
い
て
は
、
第
二
七
条
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
締
結
バ
イ
ア
」
と
「
服
従
バ
イ
ア
」
は
と
も
に
存
在
す
る
。
そ

こ
で
、
従
来
の
議
論
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
の
は
、「
バ
イ
ア
」
の
種
類
で
は
な
く
そ
の
主
体
で
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
従
来
の
バ
イ

ア
論
で
は
、「
服
従
バ
イ
ア
」
は
す
べ
て
の
ム
ス
リ
ム
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
一
方
、「
締
結
バ
イ
ア
」
は
一
部
の

0

0

0

ム
ス
リ
ム
で
あ
る
「
解
き

結
ぶ
者
」
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
が
、「
憲
法
草
案
」
は
、
こ
う
し
た
従
来
の
主
体
論
か
ら
逸
脱
し
、「
締
結
バ
イ
ア
」

の
主
体
（
即
ち
、「
解
き
結
ぶ
者
」
の
範
囲
）
を
、
す
べ
て
の

0

0

0

0

ム
ス
リ
ム
に
ま
で
拡
大
し
た
と
言
い
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
整
理
で
あ

れ
ば
、
第
三
四
条
の
規
定
に
も
う
ま
く
適
合
す
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
一
部
の

0

0

0

ム
ス
リ
ム
か
ら
な
る
「
解
き
結
ぶ
者
」
が
も
っ
て
い
た
カ

リ
フ
の
「
選
択
権
」
は
、「
投
票
」
と
い
う
形
で
す
べ
て
の

0

0

0

0

ム
ス
リ
ム
か
ら
な
る
「
解
き
結
ぶ
者
」
が
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
一
方
で
（「
締

結
バ
イ
ア
」）、
ム
ス
リ
ム
大
衆
は
「
締
結
バ
イ
ア
」
で
選
出
さ
れ
た
カ
リ
フ
に
、
全
体
と
し
て
バ
イ
ア
す
る
の
で
あ
る
（「
服
従
バ
イ
ア
」）。

　

以
上
の
議
論
か
ら
は
、
解
放
党
の
バ
イ
ア
論
（
ひ
い
て
は
カ
リ
フ
の
任
命
規
定
）
が
、
従
来
の
バ
イ
ア
二
重
過
程
論
よ
り
も
「
民
主
主
義

的
」
な
特
徴
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
解
放
党
の
バ
イ
ア
論
を
具
現
化
し
た
「
憲
法
草
案
」
に
お
け
る
カ
リ
フ
の
任
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命
規
定
は
、
す
べ
て
の

0

0

0

0

ム
ス
リ
ム
が
「
投
票
」
を
通
し
て
（
二
人
の
候
補
か
ら
）
カ
リ
フ
を
選
び
そ
れ
に
バ
イ
ア
を
す
る
と
い
う
点
で
、

首
相
公
選
制
や
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
制
に
も
類
比
す
べ
き
構
造
を
と
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
解
放
党
は
、「
憲
法
草
案
」
の

第
二
七
条
が
示
し
て
い
た
よ
う
に
、
現
代
の
イ
ス
ラ
ー
ム
政
治
学
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
古
典
的
な
バ
イ
ア
を
再
定
式
化
す
る
議
論
に
自

ら
を
積
極
的
に
位
置
づ
け
て
も
い
る
。
こ
れ
ら
の
検
討
か
ら
は
、
彼
ら
が
イ
ス
ラ
ー
ム
政
治
思
想
の
議
論
を
取
り
入
れ
、
そ
れ
に
自
ら
を

積
極
的
に
位
置
づ
け
な
が
ら
も
、
現
代
的
な
価
値
観
と
の
両
立
を
模
索
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。

3　

カ
リ
フ
の
罷
免

　

任
命
の
規
定
と
同
様
に
、
罷
免
の
規
定
も
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
以
下
の
規
定
が
存
在
す
る
。

　

ウ
ン
マ
は
カ
リ
フ
を
任
命
す
る
が
、〔
ひ
と
た
び
〕
合
法
的
な
方
法
に
よ
っ
て
バ
イ
ア
が
締
結
さ
れ
る
と
、
カ
リ
フ
の
罷
免
（‘azl

）〔
権
〕
は
有
さ

な
い
。（
第
三
五
条
）

　

マ
ザ
ー
リ
ム
裁
判
所
の
み
が
、
カ
リ
フ
の
状
態
に
カ
リ
フ
位
か
ら
解
任
さ
れ
る
〔
べ
き
〕
変
化
が
生
じ
た
か
否
か
を
決
定
す
る
。
ま
た
、
そ
れ
の
み

が
カ
リ
フ
を
罷
免
し
、
ま
た
は
彼
に
警
告
を
与
え
る
権
限
（ṣalā ḥīya

）
を
も
つ
。（
第
四
一
条
）

　

こ
の
よ
う
に
、
カ
リ
フ
の
任
命
権
は
ウ
ン
マ
に
属
す
る
一
方
、
そ
の
罷
免
権
は
マ
ザ
ー
リ
ム
裁
判
所
に
属
す
る
と
規
定
さ
れ
る
。

　

カ
リ
フ
に
は
、
任
期
（m

udda m
a ḥdūda

）
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
カ
リ
フ
が
聖
法
を
護
持
し
、
そ
の
諸
規
則
を
施
行
し
、
国
家
の
諸
事
を
遂
行

す
る
能
力
を
も
つ
限
り
、
カ
リ
フ
の
状
態
に
そ
の
地
位
か
ら
解
任
さ
れ
る
〔
べ
き
〕
変
化
が
生
じ
な
け
れ
ば
、
カ
リ
フ
は
〔
そ
の
地
位
に
〕
と
ど
ま
る
。

も
し
、
カ
リ
フ
の
状
態
に
変
化
が
生
じ
れ
ば
、
そ
の
状
況
に
お
い
て
は
、
カ
リ
フ
は
罷
免
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
第
三
九
条
）
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マ
ザ
ー
リ
ム
裁
判
所
は
、
不
正
（m

a ẓlim
a

）
の
排
除
の
た
め
に
罷
免
を
必
要
と
す
る
と
き
、
カ
リ
フ
を
罷
免
す
る
権
利
を
有
す
る
の
と
同
様
に
、

国
家
に
お
け
る
い
ず
れ
の
統
治
者
（ḥākim

）
や
公
務
員
（m

uw
a ẓẓaf

）
で
あ
っ
て
も
罷
免
す
る
権
利
を
有
す
る
。（
第
九
〇
条
）

　

マ
ザ
ー
リ
ム
裁
判
所
は
、
国
家
機
関
〔
に
属
す
る
〕
人
物
に
関
す
る
も
の
や
、
カ
リ
フ
（
国
家
元
首
）
に
よ
る
聖
法
の
諸
規
則
へ
の
違
反
に
関
す
る

も
の
、〔
…
〕
憲
法
、
法
律
ほ
か
シ
ャ
リ
ー
ア
の
諸
規
則
に
お
け
る
立
法
さ
れ
た
条
文
（na ṣṣ

）
の
意
味
に
関
す
る
も
の
〔
な
ど
〕、〔
…
〕
あ
ら
ゆ
る

不
正
に
つ
い
て
調
査
す
る
権
限
を
有
す
る
。（
第
九
一
条
）

　

カ
リ
フ
に
は
任
期
は
存
在
し
な
い
が
、
そ
の
罷
免
は
想
定
さ
れ
て
い
る
。
罷
免
の
主
体
は
、
マ
ザ
ー
リ
ム
裁
判
所
（m

a ḥkam
a al-

m
a ẓālim

, 

行
政
不
正
裁
判
所
）
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
罷
免
（
及
び
調
査
権
）
の
規
定
が
存
在
す
る
こ
と
自
体
で
あ
る
。
こ
の
重
要
性
は
、
以
下
の
二
点
か
ら
指
摘

で
き
る
。

　

第
一
に
、
罷
免
の
規
定
が
存
在
す
る
こ
と
は
、「
カ
リ
フ
制
国
家
」
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
は
単
に
イ
ス
ラ
ー
ム
法
を
施
行
す
る
た
め
の

手
段
に
過
ぎ
ず
、
神
権
制
で
も
な
け
れ
ば
無
謬
性
も
有
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
政
治
思
想
に
お
け
る
国
家
の
位
置
づ
け

は
先
に
論
じ
た
が
、「
憲
法
草
案
」
の
罷
免
規
定
は
、
こ
う
し
た
国
家
観
を
具
体
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
が
国

家
の
上
位
に
位
置
す
る
以
上
、
理
念
的
に
は
、
国
家
の
イ
ス
ラ
ー
ム
法
解
釈
が
共
同
体
（
ウ
ン
マ
）
か
ら
批
判
さ
れ
得
る
こ
と
は
必
然
で

あ
る
が
、「
憲
法
草
案
」
は
、
そ
う
し
た
批
判
を
一
定
程
度
許
容
す
る
環
境
を
制
度
で
も
っ
て
構
築
し
た
も
の
と
も
判
断
で
き
る
。
こ
れ

に
よ
り
、「
カ
リ
フ
制
国
家
」
の
神
権
国
家
性
は
（
少
な
く
と
も
理
論
上
は
）
明
確
に
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
罷
免
の
規
定
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
カ
リ
フ
に
よ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
施
行
が
担
保
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、

第
三
九
条
に
お
い
て
、
カ
リ
フ
の
在
位
の
条
件
は
聖
法
の
護
持
と
そ
の
諸
規
則
の
施
行
に
求
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
第
九
一
条
は
、「
カ

リ
フ
（
国
家
元
首
）
に
よ
る
聖
法
の
諸
規
則
へ
の
違
反
」
を
マ
ザ
ー
リ
ム
裁
判
所
の
具
体
的
な
調
査
対
象
と
し
て
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
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る
。
こ
れ
を
前
近
代
の
文
脈
に
定
位
し
て
み
る
と
、
そ
の
差
異
は
明
白
に
な
る
。
す
で
に
本
稿
で
は
、
前
近
代
の
カ
リ
フ
論
が
イ
ス
ラ
ー

ム
法
の
施
行
で
は
な
く
体
制
護
持
を
基
盤
と
す
る
一
方
で
、
解
放
党
は
カ
リ
フ
の
地
位
を
明
確
に
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
施
行
に
根
拠
づ
け
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
実
際
に
解
放
党
の
「
憲
法
草
案
」
の
条
文
を
分
析
す
る
と
、
彼
ら
が
イ
ス
ラ
ー
ム
法
を
カ
リ

フ
の
上
位
に
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
そ
こ
で
は
制
度
と
し
て
、
カ
リ
フ
に
よ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
施
行
が
保
障
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
か
ら
の
逸
脱
と
カ
リ
フ
の
廃
位
を
積
極
的
に
接
続
し
て
い
な
か
っ
た
前
近
代
の
カ
リ
フ

論
と
の
差
異
が
明
白
に
見
出
せ
る
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
カ
リ
フ
の
地
位
が
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
施
行
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、
国
家
に
よ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
施
行
も
一
定

程
度
担
保
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
カ
リ
フ
の
権
限
に
以
下
の
も
の
が
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
カ
リ
フ
は
国
の
責
任
者
（m

as

’ūl

）

及
び
軍
の
〔
最
高
〕
司
令
官
で
あ
り
（
第
三
六
条
ｂ
）、
補
佐
及
び
知
事
の
任
命
及
び
罷
免
の
権
限
を
有
し
（
同
ｄ
）、
主
席
裁
判
官
（qā ḍī 

al-qu ḍāt

）、
裁
判
官
、
諸
官
庁
の
長
（m
udīr
）
並
び
に
軍
の
司
令
官
（quw

w
ād

）
及
び
旅
団
長
（um

arā

’ alw
iya

）
の
任
命
及
び
罷
免
の

権
限
を
有
す
）
28
（

る
（
同
ｅ
）。
こ
れ
は
、
国
家
元
首
と
し
て
の
実
務
的
側
面
が
強
い
規
定
で
あ
る
が
、
役
人
等
の
任
免
権
を
有
す
る
カ
リ
フ

が
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
施
行
を
（
制
度
上
も
）
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
下
位
に
位
置
す
る
行
政
の
執
行
者
も
ま
た
、
イ
ス
ラ
ー

ム
法
の
施
行
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
か
ら
、
カ
リ
フ
の
み
な
ら
ず
（
総
体
と
し
て
の
）
国
家
に
よ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
施
行

が
、
一
定
程
度
担
保
さ
れ
て
い
る
と
判
断
で
き
る
の
で
あ
る
。

六　

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
解
放
党
の
「
カ
リ
フ
制
国
家
」
構
想
を
、
そ
の
国
家
観
や
基
本
原
則
、「
憲
法
草
案
」
の
規
定
の
分
析
を
通
し
て
明
ら
か

に
し
て
き
た
。「
カ
リ
フ
制
国
家
」
構
想
は
、
彼
ら
の
国
民
国
家
体
制
へ
の
批
判
と
あ
わ
せ
て
、
既
存
の
秩
序
に
対
す
る
思
想
的
な
オ
ル
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タ
ナ
テ
ィ
ヴ
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
そ
の
構
想
は
ま
た
、
現
代
と
い
う
時
代
に
影
響
を
受
け
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
省
庁
や
議
会
等
に
関
す
る
規
定
が
「
憲
法

草
案
」
に
存
在
す
る
こ
と
や
、
そ
の
中
で
市
民
間
の
平
等
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
シ
ャ
リ
ー
ア
の
内
容
（「
理
解
（fiqh

）」）
が
憲
法

と
法
律
と
い
う
形
で
具
体
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
あ
え
て
主
体
を
拡
大
し
た
た
め
に
バ
イ
ア
が
「
民
主
主
義
的
」
様
相
を
帯
び
る
に
至
っ

た
こ
と
な
ど
に
象
徴
的
で
あ
る
。

　

他
方
で
、「
カ
リ
フ
制
国
家
」
は
あ
く
ま
で
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
国
家
で
あ
る
。
何
よ
り
も
、
主
権
は
ウ
ン
マ
で
な
く

イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
属
す
る
と
さ
れ
、
ま
た
、
解
放
党
の
政
治
論
の
真
髄
と
も
い
え
る
カ
リ
フ
に
つ
い
て
も
、
古
典
的
な
カ
リ
フ
論
か
ら
の

逸
脱
を
見
せ
る
ほ
ど
に
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
先
述
し
た
カ
リ
フ
の
罷
免
規
定
は
、
少
な
く
と
も
理
論
上
は
、
カ
リ

フ
に
よ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
施
行
を
担
保
す
る
制
度
で
あ
る
。

　

無
論
、
解
放
党
の
国
家
論
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
国
家
論
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
基
本
的
な
あ
り
方
は

伝
統
的
な
国
家
論
と
変
わ
り
な
く
、
国
家
樹
立
の
義
務
性
や
イ
ス
ラ
ー
ム
法
が
国
家
の
上
位
に
位
置
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
主
権
や
権
力

の
帰
属
先
も
、
古
典
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
政
治
論
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

以
上
を
総
合
す
る
と
、
解
放
党
の
「
カ
リ
フ
制
国
家
」
構
想
は
、
次
の
よ
う
に
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
そ
の
国
家
論
は
、

国
民
国
家
に
覆
い
尽
く
さ
れ
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
が
支
配
的
な
紐
帯
と
な
っ
た
現
代
に
お
い
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
国
家
論
を
前
提
と
し
つ
つ

も
厳
密
に
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
「
宗
教
」
に
基
づ
く
秩
序
を
提
示
し
な
が
ら
、
同
時
に
現
代
国
家
と
し
て
あ
る
べ
き
（
普

遍
的
な
）
国
家
像
を
も
ま
た
、
そ
れ
に
組
み
込
も
う
と
模
索
し
た
結
果
な
の
で
あ
）
29
（

る
。

　

こ
う
し
た
模
索
を
可
能
に
す
る
も
の
こ
そ
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
存
在
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
国
家
と
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
を
施
行
す
る

た
め
の
「
手
段
」
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
に
本
質
的
な
価
値
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
反
す
る
こ
と
な
く
そ
れ
を
施
行
す
る
限

り
に
お
い
て
は
、
国
家
の
あ
り
方
は
多
様
で
あ
り
得
る
。「
カ
リ
フ
制
国
家
」
構
想
の
現
代
性
と
厳
密
さ
も
、
こ
の
よ
う
な
性
質
を
も
つ
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イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
下
で
こ
そ
併
存
し
得
る
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
動
態
的
な
性
格
か
ら
考
え
て
、「
カ
リ
フ
制
国
家
」
の
内
実
を
真
に
解
明
す
る
に
は
、
何
よ
り
も
そ
の

国
家
が
「
建
国
」
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
結
成
か
ら
七
〇
年
以
上
が
経
ち
な
が
ら
、
い
ま
だ
に
そ
の
兆
し
が
見
え
な
い
解
放

党
の
意
義
は
、
ま
す
ま
す
「
カ
リ
フ
制
国
家
」
の
「
建
国
」
に
懸
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
1
）  

本
稿
に
お
い
て
、
ア
ラ
ビ
ア
語
は
大
塚
﹇
二
〇
〇
二
﹈
に
則
っ
て
転
写
す
る
。

（
2
）  

解
放
党
の
結
成
年
に
つ
い
て
は
、
諸
説
あ
る
。
解
放
党
自
身
は
一
九
五
三
年
と
し
て
い
る
が
﹇Ḥizb al-Ta ḥrīr 2010: 31

﹈、Cohen

﹇1982: 
209

﹈
やCom

m
ins

﹇1991: 194, 196

﹈、M
oham

ed O
sm

an

﹇2012: 89

﹈
は
一
九
五
二
年
と
し
て
い
る
ほ
か
、
中
田
﹇
一
九
九
七
：
四
一
、

五
二
﹈
は
一
九
四
九
年
説
を
採
用
し
て
い
る
。Taji-Farouki

﹇1996: 5

﹈
は
、
治
安
当
局
の
資
料
の
中
に
は
一
九
五
一
年
と
し
て
い
る
も
の
が

あ
る
と
述
べ
た
上
で
、
一
九
五
二
年
説
が
解
放
党
の
内
部
資
料
に
符
合
す
る
と
し
て
い
る
。

（
3
）  

イ
ス
ラ
ー
ム
政
党
に
つ
い
て
は
、
小
杉
﹇
二
〇
〇
六
：
五
四
一
│
五
六
四
﹈
を
参
照
。
そ
の
中
で
解
放
党
は
、「
党
派
性
を
顕
わ
に
し
た
先
駆

的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
政
党
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
﹇
小
杉 

二
〇
〇
六
：
五
六
〇
﹈。

（
4
）  

本
稿
で
は
詳
細
に
論
じ
な
い
が
、「
カ
リ
フ
革
命
論
」
は
「
カ
リ
フ
制
国
家
」
樹
立
の
方
法
論
で
あ
り
、
解
放
党
に
特
徴
的
な
思
想
で
あ
る
。

以
上
で
例
示
し
た
先
行
研
究
も
、
す
べ
て
が
そ
れ
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
思
想
的
影
響
は
、
現
代
に
お
い
て
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
者
（
特
に
ジ

ハ
ー
ド
主
義
者
）
に
広
く
及
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、
中
田
﹇
二
〇
二
〇
：
四
三
〇
│
四
四
五
﹈
は
、
ム
ス
リ
ム
の
為
政
者
を
背
教
者
と
み
な
し
そ

の
打
倒
を
訴
え
る
「
革
命
の
ジ
ハ
ー
ド
論
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、「
カ
リ
フ
革
命
論
」
は
そ
の
思
想
史
的
源
泉
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る

﹇
中
田 

一
九
九
七
：
四
〇
﹈。

（
5
）  

解
放
党
の
「
憲
法
草
案
」
の
条
文
は
、al-N

abhānī

﹇2001: 91 -136

﹈
を
用
い
た
。
邦
訳
に
あ
た
っ
て
は
、「
憲
法
草
案
」
の
英
語
版
で
あ

るan-N
abahani

﹇2001: 86-124

﹈
を
参
考
に
し
た
ほ
か
、
一
部
、
解
放
党
出
版
物
の
邦
訳
﹇
解
放
党 

二
〇
一
二
﹈
を
参
考
に
し
た
箇
所
が
あ

る
。

（
6
）  

イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
共
同
体
に
は
「
ウ
ン
マ
」
と
い
う
概
念
も
存
在
す
る
が
、
本
稿
で
は
解
放
党
の
「
国
家
」
論
を
中
心
に
議
論
す
る
こ
と

か
ら
、
こ
こ
で
も
ウ
ン
マ
は
取
り
上
げ
な
い
。

（
7
）  

後
述
す
る
よ
う
に
、
解
放
党
の
「
カ
リ
フ
制
国
家
」
構
想
で
は
、
厳
密
に
は
国
家
の
統
治
者
（
カ
リ
フ
）
が
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
解
釈
の
権
能
を
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も
担
う
が
、
他
方
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
反
す
る
統
治
者
の
罷
免
規
定
が
存
在
す
る
な
ど
、
依
然
イ
ス
ラ
ー
ム
法
は
国
家
の
独
占
物
で
は
な
い
と

い
え
る
。

（
8
）  

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
解
放
党
の
国
家
に
対
す
る
見
解
は
極
め
て
厳
格
で
あ
り
、
そ
れ
に
妥
協
は
な
い
。M

oham
ed O

sm
an

﹇2012: 96

﹈

は
、
解
放
党
が
ス
ー
ダ
ン
や
イ
ラ
ン
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
と
い
っ
た
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
を
施
行
し
て
い
る
と
主
張
す
る
国
に
対
し
て
も
批
判
を
加

え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
9
）  
バ
イ
ア
と
は
、
統
治
者
と
被
統
治
者
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
、
統
治
委
任
契
約
を
締
結
す
る
儀
式
で
あ
る
。

（
10
）  

イ
ス
ラ
ー
ム
法
条
項
と
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
を
「
立
法
の
主
た
る
源
泉
（m

a ṣdar ra

’īsī li-l-tashrī‘

ま
た
はal-m

a ṣdar al-ra

’īsī li-l-
tashrī‘

）」
と
す
る
こ
と
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
（
表
現
は
国
に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
が
あ
る
）。
こ
れ
は
、
多
く
の
場
合
「
イ
ス
ラ
ー
ム
は
国
教

で
あ
る
」
と
定
め
る
、
国
教
条
項
と
は
異
な
る
。

（
11
）  

或
い
は
、
こ
う
し
た
対
立
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
政
治
思
想
史
を
貫
く
軸
で
も
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史
と
は
、「「
真
の
イ
ス
ラ
ー
ム
」
と
は
何

か
、
そ
し
て
「
現
状
」
は
「
真
の
イ
ス
ラ
ー
ム
」
を
具
現
し
て
い
る
か
否
か
」
と
い
う
一
点
を
め
ぐ
る
議
論
の
歴
史
で
あ
り
﹇
板
垣
・
飯
塚 

一

九
九
一
：
二
五
三
﹈、
ム
ス
リ
ム
は
「
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
を
絶
対
的
な
価
値
を
も
っ
た
帰
属
集
団
と
は
見
な
さ
な
か
っ
た
」
た
め
に
﹇
板
垣
・
飯

塚 

一
九
九
一
：
二
五
四
﹈、
常
に
国
家
は
、
そ
れ
が
「
真
の
イ
ス
ラ
ー
ム
」
を
体
現
し
て
い
る
か
を
問
わ
れ
続
け
た
か
ら
で
あ
る
。

（
12
）  

無
論
、
解
放
党
の
こ
う
し
た
見
解
は
、
そ
れ
が
真
に
イ
ス
ラ
ー
ム
的
で
は
な
い
と
い
う
他
者
か
ら
の
批
判
に
も
晒
さ
れ
得
る
し
、「
イ
ス
ラ
ー

ム
の
信
仰
か
ら
生
じ
た
も
の
」
が
指
す
も
の
を
め
ぐ
っ
て
も
、
論
争
を
引
き
起
こ
す
に
違
い
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
イ
ス
ラ
ー
ム
の
弾
力
性
で
あ
り
、

イ
ス
ラ
ー
ム
政
治
思
想
の
歴
史
を
支
え
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

（
13
）  

こ
こ
に
「
主
権
」
と
訳
し
たsiyāda

と
「
主
人
」
と
訳
し
たsayyida

は
、
と
も
に
同
一
の
語
根
ｓ
、
ｗ
、
ｄ
か
ら
な
る
。

（
14
）  

い
わ
ゆ
る
「
イ
ス
ラ
ー
ム
国
」
の
ア
ブ
ー
・
バ
ク
ル
・
バ
グ
ダ
ー
デ
ィ
ー
（Abū Bakr al-Baghdādī al- Ḥusaynī al-Q

urashī

）
は
、
二
〇

一
四
年
に
「
カ
リ
フ
制
」
の
再
興
と
自
身
の
「
カ
リ
フ
」
就
任
を
宣
言
し
た
が
、
そ
れ
は
広
く
ム
ス
リ
ム
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

（
15
）  

小
杉
は
多
く
の
論
者
の
言
説
を
引
用
し
て
議
論
を
進
め
て
い
る
た
め
、
論
者
ご
と
の
「
主
権
」
や
「
主
権
行
使
権
」、「
統
治
権
力
」
の
用
語
法

が
混
在
し
て
い
る
が
、
以
下
で
は
議
論
を
簡
潔
に
す
る
た
め
、
理
念
の
次
元
で
の
「
主
権
」（
解
放
党
の
基
本
原
則
に
い
う
「
主
権
」、
ま
た
「
神

の
主
権
」）
を
「
主
権
」
に
、
人
間
の
次
元
で
の
「
主
権
」（
解
放
党
の
基
本
原
則
に
い
う
「
権
力
」）
を
「
主
権
行
使
権
」
に
統
一
し
て
議
論
す

る
。

（
16
）  

両
書
に
は
邦
語
の
全
訳
ま
た
は
抄
訳
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
参
照
し
た
﹇
ア
ル
＝
マ
ー
ワ
ル
デ
ィ
ー 

二
〇
〇
六；

松
山 

二
〇
〇
八
：
三
一
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五
│
三
三
七
﹈。

（
17
）  

そ
の
証
左
に
、
多
く
の
ジ
ハ
ー
ド
主
義
研
究
は
、
そ
の
系
譜
に
タ
イ
ミ
ー
ヤ
を
含
め
て
い
る
（
例
え
ば
、M

aher

﹇2016: 84-86

﹈
や
保
坂

﹇
二
〇
一
七
：
一
八
│
二
二
﹈、
髙
岡
﹇
二
〇
一
九
：
二
八
九
﹈）。

（
18
）  
こ
の
フ
ァ
ト
ワ
ー
に
は
邦
訳
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
参
照
し
た
﹇
イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
ー
ヤ 

二
〇
一
七
﹈。

（
19
）  
そ
の
意
味
で
、
解
放
党
の
主
要
な
先
行
研
究
で
あ
るTaji-Farouki

﹇1996

﹈
に
お
い
て
、
彼
ら
が
古
典
ス
ン
ナ
派
の
カ
リ
フ
論
に
基
づ
く
こ

と
を
指
摘
す
る
中
で
、
そ
の
例
に
マ
ー
ワ
ル
デ
ィ
ー
と
タ
イ
ミ
ー
ヤ
が
並
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
違
和
感
を
覚
え
る
﹇Taji-Farouki 1996: 

66

﹈。

（
20
）  

各
項
目
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
両
者
の
大
部
分
が
類
似
し
て
い
る
場
合
も
あ
れ
ば
（
例
え
ば
、「
ワ
ズ
ィ
ー
ル
の
任
命
」）、
大
き
く
異
な
る
場

合
も
あ
る
（
例
え
ば
、「
地
方
の
ア
ミ
ー
ル
の
任
命
」）。

（
21
）  

こ
れ
ら
が
『
統
治
の
諸
規
則
』
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
自
体
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
お
け
る
古
典
的
な
国
家
論
か
ら
の
逸
脱
と
い
う
意
味

で
、
現
代
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

（
22
）  

最
後
の
一
文
は
、
英
語
版
の
み
に
存
在
し
ア
ラ
ビ
ア
語
版
に
は
存
在
し
な
い
。

（
23
）  

他
方
で
ナ
ブ
ハ
ー
ニ
ー
自
身
は
、「
憲
法
草
案
」
を
「
ム
ス
リ
ム
社
会
の
惨
め
な
状
況
〔
…
〕
に
い
か
な
る
関
心
も
払
う
こ
と
な
く
」
起
草
し

た
と
述
べ
て
お
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
え
や
制
度
に
直
接
関
連
す
る
法
規
定
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
諸
規
則
か
ら
な
る
こ
と
を
強
調
す
る
一
方
で
、
手

続
き
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
以
外
の
法
源
に
依
る
こ
と
に
な
る
と
も
認
め
て
い
る
と
い
う
﹇Taji-Farouki 1996: 64

﹈。

（
24
）  

「
憲
法
草
案
」
の
ア
ラ
ビ
ア
語
版
で
は
、
各
項
目
は
い
わ
ゆ
る
「
ア
ブ
ジ
ャ
ド
（abjad

）」
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、

ロ
ー
マ
字
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
（
順
）
に
置
き
換
え
た
。

（
25
）  

た
だ
し
、
非
ム
ス
リ
ム
は
カ
リ
フ
の
選
出
に
関
与
で
き
ず
（
第
二
六
条
）、
カ
リ
フ
に
も
就
任
で
き
な
い
（
第
三
一
条
）。
こ
の
こ
と
は
、
主
権

が
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
属
し
国
家
の
目
的
が
そ
の
施
行
に
あ
る
以
上
は
、
論
理
的
に
自
然
な
帰
結
で
あ
る
と
い
え
る
。
本
稿
で
は
、「
憲
法
草
案
」

が
ど
の
程
度
非
ム
ス
リ
ム
の
信
教
の
自
由
を
保
護
し
て
い
る
か
と
い
う
議
論
に
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
主
権
の
問
題
に
は
触
れ
て
お
く
必

要
が
あ
る
。
即
ち
、「
主
権
は
ウ
ン
マ
で
は
な
く
聖
法
に
属
す
る
」
と
の
解
放
党
の
主
権
論
に
お
い
て
は
、
非
ム
ス
リ
ム
の
み
な
ら
ず
ム
ス
リ
ム

も
主
権
を
も
た
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
カ
リ
フ
の
選
出
権
を
有
す
る
ム
ス
リ
ム
の
地
位
（
或
い
は
、
選
出
権
を
有
し
な
い
非
ム
ス
リ
ム
の
地
位
）
と
、

主
権
を
有
す
る
近
代
国
家
の
国
民
の
地
位
は
、
必
ず
し
も
同
列
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
26
）  

例
え
ば
、
現
代
世
界
に
お
い
て
支
配
的
な
政
治
と
宗
教
の
二
元
論
的
認
識
自
体
も
、
も
と
も
と
ロ
ー
マ
帝
国
と
キ
リ
ス
ト
教
の
二
者
が
別
の
実
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体
で
あ
っ
た
と
い
う
西
洋
の
歴
史
的
経
緯
に
依
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
﹇
小
杉 

一
九
九
四
：
一
七
│
一
八
﹈。

（
27
）  

現
代
の
中
東
諸
国
の
多
く
が
、
自
ら
の
イ
ス
ラ
ー
ム
的
正
当
性
を
強
調
し
イ
ス
ラ
ー
ム
法
条
項
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
、
先
述
の
と
お
り
で
あ

る
。

（
28
）  
カ
リ
フ
は
一
般
に
裁
判
官
の
任
免
権
を
有
す
る
が
、
マ
ザ
ー
リ
ム
裁
判
所
が
カ
リ
フ
や
委
任
補
佐
、
主
席
裁
判
官
の
不
正
を
調
査
し
て
い
る
場

合
に
は
、
マ
ザ
ー
リ
ム
裁
判
所
の
裁
判
官
に
つ
い
て
の
罷
免
権
は
有
さ
な
い
（
第
八
八
条
）。

（
29
）  

「
カ
リ
フ
制
国
家
」
構
想
の
政
治
学
的
な
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
論
じ
た
い
。

参
考
文
献

飯
塚
正
人
『
現
代
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
の
源
流
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
。

板
垣
雄
三
・
飯
塚
正
人
「
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
論
の
展
開
」『
国
家
と
革
命
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
、
二
五
一
─
二
七
六
頁
。

伊
藤
光
利
・
田
中
愛
治
・
真
渕
勝
『
政
治
過
程
論
』
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
。

イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
ー
ヤ
「
フ
ァ
ト
ワ
ー
：
タ
タ
ー
ル
（
モ
ン
ゴ
ル
）
軍
と
の
戦
い
は
義
務
か
？
」『
イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
ー
ヤ
政
治
論
集
』（
中
田
考
編
・

訳
・
解
説
）
作
品
社
、
二
〇
一
七
年
、
二
〇
三
─
二
一
二
頁
。

大
塚
和
夫
ほ
か
編
『
岩
波
イ
ス
ラ
ー
ム
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